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条 例

　奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第33号
　　　	奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例
　奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例（令和元年奈良市条例第16号）の一部を次のように改正
する。
　第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び特
殊勤務手当」に改める。
　第14条の次に次の１条を加える。
　 （フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当）
第	14条の２　奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例（平
成18年奈良市条例第17号）第２条第１項に規定する勤務
に従事したフルタイム会計年度任用職員には、その勤務
の特殊性に応じ、同条例の適用を受ける職員の例により、
特殊勤務手当を支給する。

　第24条の次に次の１条を加える。
　 （パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬）
第	24条の２　奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例第２
条第１項に規定する勤務に従事したパートタイム会計年
度任用職員には、その勤務の特殊性に応じ、同条例の適
用を受ける職員の例により算定した額を特殊勤務に係る
報酬として支給する。

　第25条第１項中「第14条」を「第14条の２」に改める。

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年10月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例による改正後の奈良市会計年度任用職員の給
与及び費用弁償に関する条例第14条の２及び第24条の２
の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る特殊勤
務手当及び特殊勤務に係る報酬について適用する。
	 （令和２年10月１日掲示済）

	
　奈良市債権管理条例等の一部を改正する条例をここに公
布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第34号
　　　	奈良市債権管理条例等の一部を改正する条例
　 （奈良市債権管理条例等の一部改正）
第	１条　次に掲げる条例の規定中「特例基準割合（当該年
の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」
に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平
均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特
例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準
割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延
滞金特例基準割合に」に改める。
　⑴	　奈良市債権管理条例（平成25年奈良市条例第11号）
附則第４項

　⑵	　奈良市国民健康保険条例（昭和34年奈良市条例第13
号）附則第11項

　⑶	　奈良市道路占用料に関する条例（昭和28年奈良市条
例第11号）附則第２項

10

10

19

28

521

533

奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正する告示

都市公園の一部廃止

保育所 ・幼稚園課

公園緑地課

公 営 企 業
月 日 番号 　件　名 　主　管

10 １ 21 奈良市企業局会計年度任用職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正

する規程

経営企画課

教 育 委 員 会
月 日 番号 　件　名 　主　管

10 １ 16 奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則の一部を改正する規則 地域教育課

議 会
月 日 番号 　件　名

10 30 ２ 奈良市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程及び奈良市議会政務活動費の交付に関する規

程の一部を改正する規程
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　⑷	　奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭
和45年奈良市条例第16号）附則第３項

　⑸	　奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成６年
奈良市条例第33号）附則第３項

　	 （奈良市介護保険条例及び奈良市後期高齢者医療に関す
る条例の一部改正）

第	２条　次に掲げる条例の規定中「特例基準割合（当該年
の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」
に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平
均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特
例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準
割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延
滞金特例基準割合に」に改める。

　⑴	　奈良市介護保険条例（平成12年奈良市条例第13号）
附則第６条

　⑵	　奈良市後期高齢者医療に関する条例（平成20年奈良
市条例第15号）附則第２条

　　　附　則
　この条例は、令和３年１月１日から施行する。
	 （令和２年10月１日掲示済）

	
　奈良市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第35号
　　　	奈良市税条例等の一部を改正する条例
　 （奈良市税条例の一部改正）
第	１条　奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）の一
部を次のように改正する。

　	　第14条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。
　	　第21条中「第12項まで」を「第11項まで」に、「寡婦（寡
夫）控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第
７項及び第12項」を「第６項及び第11項」に改める。

　	　第28条第１項ただし書中「第314条の２第５項」を「第
314条の２第４項」に改める。

　	　第29条の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養
親族申告書」に改め、同条第１項第３号を削り、同項第
４号を同項第３号とする。

　	　第29条の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養
親族申告書」に改め、同条第１項中「若しくは単身児童
扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、同項第４
号を同項第３号とする。

　	　第45条第２項中「第66条の７第４項及び第10項」を「第
66条の７第５項及び第11項」に改める。

　	　第60条第２項中「登録されている」を「登録がされて
いる」に改め、同条第４項中「によつて」を「により」
に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、
「課する」を「課することができる。この場合において、
市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、そ
の旨を当該使用者に通知しなければならない」に改め、
同条第７項中「第10条の２の12」を「第10条の２の15」

に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「によつ
て」を「により」に、「第49条の２」を「第49条の３」に、
「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同
条第７項とし、同条第５項中「によつて」を「により」
に、「においては」を「には」に、「登録されている」を
「登録がされている」に、「みなす」を「みなすことがで
きる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次
に次の１項を加える。
　５	　法第343条第５項に規定する探索を行つてもなお固
定資産の所有者の存在が不明である場合（前項に規定
する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみな
して、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産
税を課することができる。この場合において、市は、
当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨
を当該使用者に通知しなければならない。

　	　第67条第９項及び第10項中「第349条の３第12項」を
「第349条の３第11項」に改める。
　	　第67条の２の見出し及び同条第１項中「第349条の３
第28項」を「第349条の３第27項」に改め、同条第２項
中「第349条の３第29項」を「第349条の３第28項」に改
め、同条第３項中「第349条の３第30項」を「第349条の
３第29項」に改める。
　	　第82条の３の次に次の１条を加える。
　　 （現所有者の申告）
　第	82条の４　現所有者（法第384条の３に規定する現所
有者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は、
現所有者であることを知つた日の翌日から６月を経過
した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長
に提出しなければならない。

　　⑴	　土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、
次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人
番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつて
は、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人と
の関係）

　　⑵	　土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充
課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録
がされている個人が死亡している場合における当該
個人の住所及び氏名

　　⑶	　その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と
認める事項

　	　第83条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によつて」
を「により、又は現所有者が前条の規定により」に、「に
おいては」を「には」に改める。
　	　第103条第２項に次のただし書を加える。
　　	　ただし、１本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻
たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの１
本をもつて紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。

　	　第103条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に
「（同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。）」を加
える。
　	　第105条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前
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項」を「第１項（法第469条第１項第３号又は第４号に
係る部分に限る。）」に、「第16条の２の３」を「第16条
の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」
を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項
を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

　２	　前項（法第469条第１項第１号又は第２号に係る部
分に限る。）の規定は、卸売販売業者等が、同条第１
項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は
消費等について、第107条第１項又は第２項の規定に
よる申告書に前項（法第469条第１項第１号又は第２
号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製造
たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第
16条の２の３第１項に規定する書類を保存している場
合に限り、適用する。

　	　第107条第１項中「第105条第２項」を「第105条第３
項」に改める。

　	　第127条第６項中「第60条第６項」を「第60条第７項」
に改める。

　	　第159条第２項中「第349条の３第10項から第12項まで、
第22項から第24項まで、第26項、第28項から第31項まで、
第33項又は第34項」を「第349条の３第９項から第11項
まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30
項まで、第32項又は第33項」に改める。

　	　附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前
年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、
「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸
付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条にお
いて同じ」を「この項において同じ」に改め、「（以下こ
の条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、
「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準
割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２
項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合
に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセ
ントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該
特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」
を「当該加算した割合と」に改める。

　	　附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割
合」に改める。

　	　附則第８条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」
に改める。

　	　附則第10条中「附則第15条から第15条の３の２までの
規定」を「附則第15条から第15条の３の２まで、第61条
又は第62条の規定」に改め、「又は法附則第15条から第
15条の３の２まで」の次に「、第61条若しくは第62条」
を加える。

　	　附則第10条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第
15条第２項第６号」を「附則第15条第２項第５号」に改
め、同項を同条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、
第５項を第４項とし、同条第６項中「附則第15条第33項
第１号イ」を「附則第15条第30項第１号イ」に改め、同
項を同条第５項とし、同条第７項中「附則第15条第38項」

を「附則第15条第34項」に改め、同項を同条第６項とし、
同条第８項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第38
項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「法
附則第15条第47項」を「附則第15条第41項」に改め、同
項を同条第８項とし、同項の次に次の１項を加える。
　９	　法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定め
る割合は３分の２とする。

　　附則第10条の２に次の１項を加える。
　11	　法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合
は零とする。

　	　附則第11条の２第２項中「平成31年度適用土地又は平
成31年度類似適用土地」を「令和元年度適用土地又は令
和元年度類似適用土地」に改める。
　	　附則第20条の２中「令和２年９月30日」を「令和３年
３月31日」に改める。
　　附則第21条の２を次のように改める。
　第21条の２　削除
　	　附則第25条第１項中「第35条の２第１項」の次に「、
第35条の３第１項」を加える。
　	　附則第26条第１項及び第２項中「令和２年度」を「令
和５年度」に改め、同条第３項中「第35条の２」を「第
35条の３」に改める。
　	　附則第28条の７の次に次の１条を加える。
　　	 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例
に係る手続等）

　第	28条の７の２　第５条の３第７項の規定は、法附則第
59条第３項において準用する法第15条の２第８項に規
定する条例で定める期間について準用する。

　	　附則第28条の９（見出しを含む。）中「附則第15条第
44項」を「附則第15条第38項」に改め、同条の次に次の
１条を加える。
　　 （法附則第15条第47項の条例で定める割合）
　第	28条の10　法附則第15条第47項に規定する市町村の条
例で定める割合は３分の２とする。

　	　附則第29条、第30条及び第32条中「第19項」を「第18
項」に改める。
　	　附則第35条中「、第19項、第21項から第25項まで、第
27項、第28項、第32項、第36項、第40項、第43項から第
45項まで若しくは第48項から第50項まで又は第15条の３」
を「から第22項まで、第24項、第25項、第29項、第33項、
第37項から第39項まで、第42項から第44項まで、第47項
若しくは第48項、第15条の３又は第61条」に、「又は第
34項」を「又は第33項」に、「第34項又は法」を「第33
項又は」に、「若しくは第15条の３」を「、第15条の３
若しくは第61条」に改める。
第２条　奈良市税条例の一部を次のように改正する。
　	　第10条各号列記以外の部分中「第321条の８第22項及
び第23項」を「第321条の８第34項及び第35項」に、「に
おいては」を「には」に改め、同条第４号中「によつて」
を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第19
項」を「又は第31項」に改め、同条第６号中「第321条
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の８第22項及び第23項」を「第321条の８第34項及び第
35項」に改める。

　	　第11条中「及び第４項」を削る。
　	　第13条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下
この項及び第17条第２項の表の第１号において「収益事
業」という。）」を加え、「第17条第２項の表の第１号」
を「同号」に、「第45条第10項から第12項まで」を「第
45条第９項から第16項まで」に改める。

　	　第17条第２項の表中「第292条第１項第４号の５」を
「第292条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、
同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若し
くは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又
は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項
第３号」に改める。

　	　第45条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第23項」
を「第31項、第34項及び第35項」に、「第10項、第11項
及び第13項」を「第９項、第10項及び第12項」に、「第
４項、第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、
「同条第22項」を「同条第34項」に、「第３項」を「第２
項後段」に改め、同条第２項中「第66条の７第５項及び
第11項又は第68条の91第４項及び第10項」を「第66条の
７第４項及び第10項」に、「第321条の８第24項」を「第
321条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の９
の３第４項及び第10項又は第68条の93の３第４項及び第
10項」を「第66条の９の３第３項及び第９項」に、「第
321条の８第25項」を「第321条の８第37項」に改め、同
条第４項中「第321条の８第26項」を「第321条の８第38
項」に改め、同条第５項中「第321条の８第22項」を「第
321条の８第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」
に、「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条
第23項」を「同条第35項」に改め、同条第６項中「、第
４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」
を「同条第34項」に、「第321条の８第23項」を「第321
条の８第35項」に改め、同条第７項中「第321条の８第
22項」を「第321条の８第34項」に、「、第４項又は第19
項」を「又は第31項」に改め、同項第２号中「第321条
の８第23項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第
９項を削り、同条第10項中「第321条の８第42項」を「第
321条の８第52項」に、「同条第42項」を「同条第52項」
に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を同条第９項
とし、同条第11項を同条第10項とし、同条第12項中「第
10項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同
条第13項中「第10項」を「第９項」に、「第75条の４第
２項」を「第75条の５第２項」に改め、同項を同条第12
項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第
13項」を「第12項」に、「第10項」を「第９項」に改め、
同項を同条第14項とし、同条第16項中「第13項前段」を
「第12項前段」に、「第321条の８第51項」を「第321条の
８第61項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を
同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第12
項後段」に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の４第

３項若しくは第６項（同法第81条の24の３第２項におい
て準用する場合を含む。）」を「第75条の５第３項若しく
は第６項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を
同条第16項とする。
　	　第46条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は第31
項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に、「、第２項
又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、
第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、「（同条第
２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連
結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全
支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第12号の６
の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において
同じ。）若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人
が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る
更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同
じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第19項」を「又
は第31項」に改める。
　	　第47条の３第４項から第６項までを削る。
　	　第103条第２項ただし書中「0.7グラム」を「１グラム」
に、「0.7本」を「１本」に改める。
　	　附則第３条の２第２項及び附則第４条第１項中「及び
第４項」を削る。
　	　附則第10条中「第61条又は第62条」を「第63条又は第
64条」に、「第61条若しくは第62条」を「第63条若しく
は第64条」に改める。
　	　附則第10条の２第11項中「附則第62条」を「附則第64
条」に改める。
　　附則第28条の７の２の次に次の２条を加える。
　　	 （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除
の特例）

　第	28条の７の３　所得割の納税義務者が、新型コロナウ
イルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律
の臨時特例に関する法律（令和２年法律第25号。次条
において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）
第５条第４項に規定する指定行事の中止若しくは延期
又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場
料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利
の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期
間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をし
た日の属する年中に法附則第60条第４項に規定する市
町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の７第１項第
３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第24
条の２の規定を適用する。

　　	 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特
別税額控除の特例）

　第	28条の７の４　所得割の納税義務者が前年分の所得税
につき新型コロナウイルス感染症特例法第６条第４項
の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の
２第１項の規定の適用については、同項中「令和15年
度」とあるのは、「令和16年度」とする。

　	　附則第35条中「第61条」を「第63条」に改める。
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　 （奈良市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）
第	３条　奈良市税条例等の一部を改正する条例（令和元年
奈良市条例第８号）の一部を次のように改正する。

　	　第２条中奈良市税条例第14条第１項第２号の改正規定
を削る。

　	　附則第１条第２号を削り、同条第３号中「（前号に掲
げる改正規定を除く。）」を削り、同号を同条第２号とし、
同条第４号を同条第３号とする。

　　附則第３条を次のように改める。
　第３条　削除
　	　附則第５条中「附則第１条第３号」を「附則第１条第
２号」に改める。

　　　附　則
　 （施行期日）
第	１条　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。

　⑴	　第１条中奈良市税条例第103条第２項にただし書を
加える改正規定及び同条第４項の改正規定並びに附則
第６条の規定　令和２年10月１日

　⑵	　第１条中奈良市税条例第14条第１項第２号、第21条
及び第28条第１項ただし書の改正規定並びに同条例附
則第３条の２、第４条第１項、第25条第１項及び第26
条第３項の改正規定並びに第２条中同条例附則第10条
及び第10条の２の改正規定並びに同条例附則第28条の
７の２の次に２条を加える改正規定及び同条例附則第
35条の改正規定並びに次条並びに附則第３条第２項及
び第３項の規定　令和３年１月１日

　⑶	　第２条中奈良市税条例第103条第２項ただし書の改
正規定及び附則第７条の規定　令和３年10月１日

　⑷	　第２条（前２号に掲げる改正規定を除く。）及び附
則第４条の規定　令和４年４月１日

　 （延滞金に関する経過措置）
第	２条　第１条の規定による改正後の奈良市税条例（以下
「新条例」という。）附則第３条の２の規定は、前条第２
号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金
について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につい
ては、なお従前の例による。

　 （市民税に関する経過措置）
第	３条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個
人の市民税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の
個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人
の市民税については、なお従前の例による。

２	　新条例第14条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第
21条及び第28条第１項の規定は、令和３年度以後の年度
分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの
個人の市民税については、なお従前の例による。

３	　令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係
る新条例第28条第１項の規定の適用については、同項た
だし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険
料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正
前の法（以下「旧法」という。）第292条第１項第11号に
規定する寡婦（旧法第314条の２第３項の規定に該当す
るものに限る。）又は旧法第292条第１項第12号に規定す
る寡夫である第13条第１項第１号に掲げる者に係るもの
を除く。）」とする。
４	　新条例第29条の２第１項の規定は、この条例の施行の
日（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき
同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２
項に規定する申告書について適用する。
５	　新条例第29条の３第１項の規定は、施行日以後に支払
を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33号）第203条
の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の７の
規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新
条例第29条の３第１項に規定する申告書について適用す
る。
第	４条　附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の奈
良市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号
に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施
行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等
の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の
規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限
る。）による改正前の法人税法（昭和40年法律第34号。
以下この条において「４年旧法人税法」という。）第２
条第12号の７に規定する連結子法人（次項において「連
結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法
人税法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年度
をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始し
た事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。
２	　４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結
親法人事業年度が４号施行日前に開始した事業年度を含
む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した連
結事業年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定す
る連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）（連
結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始し
た連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、
なお従前の例による。
　 （固定資産税に関する経過措置）
第	５条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固
定資産税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の固
定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産
税については、なお従前の例による。
２	　新条例第60条第４項の規定は、令和３年度以後の年度
分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固
定資産税については、なお従前の例による。
３	　新条例第60条第５項の規定は、令和３年度以後の年度
分の固定資産税について適用する。
４	　新条例第82条の４の規定は、施行日以後に、同条に規
定する現所有者であることを知った者について適用する。
５	　平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に取
得された地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法
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律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和
25年法律第226号。次項において「旧法」という。）附則
第15条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固
定資産税については、なお従前の例による。

６	　平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に新
たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再
生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税に
ついては、なお従前の例による。

　 （市たばこ税に関する経過措置）
第	６条　附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課
した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ
税については、なお従前の例による。

第	７条　附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課
した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ
税については、なお従前の例による。

　 （都市計画税に関する経過措置）
第	８条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都
市計画税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の都
市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画
税については、なお従前の例による。

第	９条　施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正す
る法律（令和２年法律第43号）の施行の日の前日までの
間における新条例附則第35条の規定の適用については、
同条中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若し
くは第47項」とする。

	 （令和２年10月１日掲示済）
	

　奈良市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条
例をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第36号
　　　	奈良市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例
　奈良市固定資産評価審査委員会条例（昭和26年奈良市条
例第43号）の一部を次のように改正する。
　第６条第２項中「行政手続等における情報通信の技術の
利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推
進等に関する法律」に、「第３条第１項」を「第６条第１項」
に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和２年10月１日掲示済）

	
　奈良市立保育所設置条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第37号
　　　	奈良市立保育所設置条例の一部を改正する条例
　奈良市立保育所設置条例（平成17年奈良市条例第26号）

の一部を次のように改正する。
　第２条の表富雄保育園の項を削る。
　　　附　則
　この条例は、令和３年４月１日から施行する。
	 （令和２年10月１日掲示済）

	
　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第38号
　　　	奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例
　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例（平成26年奈良市条例第36号）の一部を次のよ
うに改正する。
　第７条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３
号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難である
と認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「同号」
を「第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。
　⑴	　市長が、法第24条第３項の規定による調整を行うに
当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受
けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の
家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際し
て、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続
き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を
講じているとき。

　⑵	　家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事
項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める
とき（前号に該当する場合を除く。）。

　第７条第５項中「前項」の次に「（第２号に該当する場
合に限る。）」を加える。
　第38条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲
労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家
庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和２年10月１日掲示済）

	
　奈良市老人軽作業場条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第39号
　　　	奈良市老人軽作業場条例の一部を改正する条例
　奈良市老人軽作業場条例（昭和48年奈良市条例第８号）
の一部を次のように改正する。
　第２条の表奈良市並松老人軽作業場の項を削る。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和２年10月１日掲示済）
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　大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）	
ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業施行に関する条例及び
大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）近鉄
西大寺駅南土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改
正する条例をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第40号
　　　	大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）

ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業施行に関する条
例及び大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建
設事業）近鉄西大寺駅南土地区画整理事業施行に関
する条例の一部を改正する条例

　	 （大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）
ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業施行に関する条例の
一部改正）

第	１条　大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事
業）ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業施行に関する条
例（平成11年奈良市条例第28号）の一部を次のように改
正する。

　	　第27条第２項中「は年６パーセント」を「の利率は、
法第103条第４項の規定による公告があった日の翌日に
おける法定利率」に改める。

　	 （大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）
近鉄西大寺駅南土地区画整理事業施行に関する条例の一
部改正）

第	２条　大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事
業）近鉄西大寺駅南土地区画整理事業施行に関する条例
（昭和63年奈良市条例第22号）の一部を次のように改正
する。

　	　第25条第２項中「は年６パーセント」を「の利率は、
法第103条第４項の規定による公告があつた日の翌日に
おける法定利率」に改める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和２年10月１日掲示済）

	
　奈良市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条
例をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第41号
　　　	奈良市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例
　奈良市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年奈良市条
例第13号）の一部を次のように改正する。
　第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生
日」という。）に」に改め、同項第２号中「8,800円」を「8,900
円」に改め、同条第３項中「死亡若しくは負傷の原因であ
る事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病

の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定
した日」を「事故発生日」に改める。
　附則第３条の４第５項第２号及び第６項並びに附則第４
条第７項第２号及び第８項中「100分の５」を「事故発生
日における法定利率」に改める。
　別表団長及び副団長の項中「12,400」を「12,440」に、
「13,300」を「13,320」に改め、同表分団長及び副分団長
の項中「10,600」を「10,670」に、「11,500」を「11,550」
に、「12,400」を「12,440」に改め、同表部長、班長及び
団員の項中「8,800」を「8,900」に、「9,700」を「9,790」
に、「10,600」を「10,670」に改め、同表備考第１項中「死
亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断に
よつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは
診断によつて疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」
に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例による改正後の奈良市消防団員等公務災害補
償条例第５条第２項、附則第３条の４第５項及び第６項
並びに附則第４条第７項及び第８項並びに別表の規定
は、令和２年４月１日以後に支給すべき事由の生じた奈
良市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定す
る損害補償（以下この項において「損害補償」という。）
並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間
に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同
条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに
規定する遺族補償年金（以下この項において「傷病補償
年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべ
き事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及
び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る
傷病補償年金等については、なお従前の例による。
	 （令和２年10月１日掲示済）

	
　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一
部を改正する条例をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第42号
　　　	奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例
　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭
和41年奈良市条例第30号）の一部を次のように改正する。
　第19条第１項中「通勤手当」の次に「、特殊勤務手当」
を加え、同条第２項中「、第７条」を削る。
　第20条第１項中「通勤手当」の次に「、特殊勤務手当」
を加え、同条第２項中「、第７条」を削る。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年10月１日から施行する。
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　 （経過措置）
２	　この条例による改正後の奈良市企業職員の給与の種類
及び基準に関する条例第19条第２項及び第20条第２項の
規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務
手当について適用する。

	 （令和２年10月１日掲示済）

規 則

　奈良市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
　令和２年10月19日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第57号
　　　奈良市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則
　奈良市保健所長事務委任規則（平成14年奈良市規則第58
号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１項第７号サ中「第14条第９項」を「第14条第
13項」に改め、同号シ中「第14条第10項」を「第14条第14
項」に改め、同号ノ中「第69条第１項及び第２項並びに第

４項」を「第69条第１項、第２項、第４項及び第５項」に
改め、同号ハ中「第２項」を「第３項」に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
	 （令和２年10月19日掲示済）

	
　奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実
施規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　令和２年10月19日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第58号
　　　	奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事

業実施規則の一部を改正する規則
　奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実
施規則（平成27年奈良市規則第86号）の一部を次のように
改正する。
　第５条第１項第２号中「所得税額」を「市町村民税額」
に、「前々年の所得」を「前年度の市町村民税」に、「前年
の所得」を「当該年度の市町村民税」に改める。
　別表第２を次のように改める。

別表第２（第７条関係）
徴収基準額表

世帯の階層区分 徴収基準月額 徴収基準加算
月額

Ａ
生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律による支援給付を受けている世帯

円
0

円
0

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100 110

Ｃ Ａ階層及びＢ階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 2,250 230

Ｄ１ Ａ階層、Ｂ階層及びＣ階層を除
き当該年度分の市町村民税の課
税世帯であって、その市町村民
税所得割の額の区分が次の区分
に該当する世帯

3,000円以下 2,900 290

Ｄ２ 3,001円から5,800円まで 3,450 350

Ｄ３ 5,801円から8,700円まで 3,800 380

Ｄ４ 8,701円から13,000円まで 4,250 430

Ｄ５ 13,001円から17,400円まで 4,700 470

Ｄ６ 17,401円から22,400円まで 5,500 550

Ｄ７ 22,401円から28,200円まで	 6,250 630

Ｄ８ 28,201円から58,400円まで 8,100 810

Ｄ９ 58,401円から75,000円まで 9,350 940

Ｄ１0 75,001円から96,600円まで 11,550 1,160

Ｄ１１ 96,601円から121,800円まで 13,750 1,380

Ｄ１２ 121,801円から175,500円まで 17,850 1,790

Ｄ１３ 175,501円から221,100円まで 22,000 2,200

Ｄ１４ 221,101円から380,800円まで 26,150 2,620

Ｄ１５ 380,801円から549,000円まで 40,350 4,040

Ｄ１６ 549,001円から579,000円まで 42,500 4,250

Ｄ１７ 579,001円から700,900円まで 51,450 5,150

Ｄ１８ 700,901円から849,000円まで 61,250 6,130
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Ｄ１９ 849,001円から1,041,000円まで 71,900 7,190
Ｄ２0 1,041,001円以上 全額 左欄の徴収基

準月額の10％。
ただし、その
額 が 8,560 円
に満たない場
合は8,560円

備考
１　徴収月額の決定の特例
　ア	　Ａ階層以外の各層に属する世帯から２人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収
基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するも
のとする。

　イ　10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
　ウ	　児童に民法（明治29年法律第89号）第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決
定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に
準じて徴収月額を決定するものとする。

２	　世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののう
ち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。
３	　この表のＤ１からＤ２0までの階層における「所得割の額」とは、所得税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措
置法（昭和32年法律第26号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第
175号）の規定並びに小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取
扱いについて（平成30年８月30日付健発0830第７号厚生労働省健康局長通知）によって計算された地方税法（昭
和25年法律第226号）により賦課される市町村民税の所得割の額をいう。ただし、所得割を計算する場合には、
地方税法第314条の７、第314条の８並びに同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項
の規定は、適用しないものとする。
４	　この表における所得割の額の計算については、対象者又はその扶養義務者が、前年度（４月から６月までに申
請の場合は前々年度）の１月１日において、指定都市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項
の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村
の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
５	　市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税（地方税法292条第１項第11号イ中「夫と死別し、若し
くは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻
によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第１項（第
２号に係る部分に限る。以下この５において同じ。）の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及
び同法第292条第１項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら
かでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていな
いもの」と読み替えた場合に同法第295条第１項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。）
又は免除（地方税法第323条による免除をいう。）の有無をもって認定の基準とする。
６	　当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年
度の市町村民税によることとする。
７	　この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用の総額をいう。
８	　徴収基準月額又は徴収基準加算月額が日常生活用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもっ
て徴収基準月額又は徴収基準加算月額とする。

　別記第１号様式中「氏　名 男・女」を
「氏　名 」に、

「所得税額」を「市町村民税額」に改める。

　別記第２号様式中「氏　名 男・女」を
「氏　名 」に、

「	３　市町村民税所得割課税世帯	
４　所得税課税世帯	 」を「３　市町村民税所得割課税世帯」に改める。

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。

　 （経過措置）
２	　この規則による改正後の奈良市小児慢性特定疾病児童
等日常生活用具給付事業実施規則別表第２の規定は、こ
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の規則の施行の日以後の申請に係る徴収金から適用し、
同日前の申請に係る徴収金については、なお従前の例に
よる。

３	　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施
規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、
必要な調整をして使用することができる。

	 （令和２年10月19日掲示済）
	

　押印省略に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公
布する。
　令和２年10月30日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第59号
　　　	押印省略に伴う関係規則の整備に関する規則
　 （奈良市聴聞等の手続に関する規則等の一部改正）
第１条　次に掲げる規則の規定中「㊞」を削る。
　⑴	　奈良市聴聞等の手続に関する規則（平成11年奈良市

規則第49号）別記第２号様式、第４号様式、第６号様
式、第８号様式及び第13号様式

　⑵	　奈良市補助金等交付規則（昭和59年奈良市規則第23
号）別記第１号様式、第３号様式、第４号様式及び第
６号様式

　⑶	　奈良市公有財産規則（昭和49年奈良市規則第29号）
別記第２号様式、第４号様式、第５号様式、第６号様
式、第７号様式及び第８号様式

　⑷	　奈良市住宅地区改良事業等に伴う分譲宅地の譲渡に
関する規則（昭和63年奈良市規則第45号）別記様式

　⑸	　奈良市庁舎管理規則（昭和42年奈良市規則第18号）
別記第３号様式

　⑹	　奈良市税条例施行規則（昭和46年奈良市規則第15
号）別記第20号様式、第32号様式、第34号様式、第47
号様式、第48号様式、第52号様式、第57号様式、第58
号様式、第66号様式、第66号様式の２、第74号様式の
２、第74号様式の３、第85号様式、第86号様式、第90
号様式、第91号様式、第112号様式、第113号様式、第
118号様式、第123号様式の２、第124号様式の２、第
124号様式の４、第128号様式、第129号様式及び第130
号様式

　⑺	　奈良市生活保護法施行細則（平成13年奈良市規則第
７号）別記第10号様式、第12号様式、第13号様式、第
21号様式、第23号様式の２、第23号様式の３、第23号
様式の４、第23号様式の６、第24号様式、第24号様式
の２、第25号様式及び第26号様式

　⑻	　奈良市子ども・子育て支援法施行細則（平成26年奈
良市規則第64号）別記第１号様式

　⑼	　奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の利用者負担等に関する条例施行規則（平成27年奈良
市規則第11号）別記第２号様式

　⑽	　奈良市延長保育の実施に関する規則（平成27年奈良
市規則第７号）別記第１号様式及び第２号様式

　⑾	　奈良市一時預かりの実施に関する規則（平成27年奈
良市規則第８号）別記様式

　⑿	　奈良市児童福祉法施行細則（平成14年奈良市規則第
47号）別記第１号様式、第２号様式、第４号様式、第
５号様式、第６号様式、第７号様式、第８号様式、第
９号様式、第10号様式、第11号様式、第12号様式、第
17号様式、第18号様式、第19号様式、第20号様式、第
21号様式、第22号様式及び第23号様式

　⒀	　児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施
に係る費用の徴収に関する規則（昭和62年奈良市規則
第８号）別記第２号様式

　⒁	　奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
（昭和48年奈良市規則第40号）別記第１号様式及び第
６号様式

　⒂	　奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施
行規則（昭和48年奈良市規則第33号）別記第１号様式、
第３号様式の２及び第５号様式

　⒃	　奈良市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則
（平成14年奈良市規則第52号）第１号様式の２、第４
号様式、第５号様式、第７号様式、第11号様式、第13
号様式、第15号様式、第21号様式、第22号様式、第23
号様式、第27号様式及び第29号様式

　⒄	　奈良市老人福祉センター条例施行規則（昭和43年奈
良市規則第61号）別記第４号様式

　⒅	　奈良市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関す
る規則（平成20年奈良市規則第66号）別記第４号様式

　⒆	　奈良市老人福祉法施行細則（平成14年奈良市規則第
51号）別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第
４号様式、第５号様式、第６号様式、第７号様式、第
８号様式、第９号様式、第10号様式及び第11号様式

　⒇	　老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則（昭和
62年奈良市規則第24号）別記第５号様式

　�	　老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
（昭和55年奈良市規則第36号）別記第１号様式及び第
３号様式

　�	　奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則
（平成27年奈良市規則第94号）別記第１号様式

　�	　奈良市生活管理指導短期宿泊事業実施規則（平成12
年奈良市規則第294号）別記第１号様式、第３号様式、
第４号様式及び第６号様式

　�	　奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の
指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事
業者の指定等に関する規則（平成24年奈良市規則第28
号）別記第１号様式、第２号様式及び第３号様式

　�	　奈良市身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市
規則第29号）別記第４号様式及び第７号様式

　�	　奈良市知的障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市
規則第30号）別記第４号様式及び第６号様式

　�	　奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規
則（昭和47年奈良市規則第11号）別記第１号様式、第

号外第９号
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３号様式及び第５号様式
　�	　奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規

則（平成27年奈良市規則第91号）別記第１号様式及び
第２号様式

　�	　奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則（平成27
年奈良市規則第92号）別記第１号様式、第５号様式、
第７号様式、第８号様式、第11号様式及び第12号様式

　�	　奈良市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律施行細則（平成14年奈良市規則第14号）
別記第１号様式及び第３号様式

　�	　奈良市柔道整復師法施行細則（平成14年奈良市規則
第16号）別記第１号様式及び第３号様式

　�	　奈良市歯科技工士法施行細則（平成14年奈良市規則
第15号）別記第１号様式及び第３号様式

　�	　奈良市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律施行細則（平成14年奈良市規
則第24号）別記第１号様式、第３号様式、第４号様式、
第５号様式及び第７号様式

　�	　母子保健法施行細則（平成14年奈良市規則第59号）
別記第１号様式、第３号様式、第４号様式、第６号様
式、第７号様式、第８号様式、第９号様式、第10号様
式、第11号様式及び第12号様式

　�	　奈良市健康増進法施行細則（平成16年奈良市規則第
40号）別記第１号様式、第２号様式及び第３号様式

　�	　奈良市医療法施行細則（平成25年奈良市規則第24
号）別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第４
号様式、第５号様式、第６号様式、第７号様式、第８
号様式、第９号様式、第10号様式、第11号様式、第12
号様式、第13号様式、第14号様式、第15号様式、第16
号様式、第17号様式、第18号様式、第19号様式、第20
号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式、第24
号様式及び第25号様式

　�	　奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事
業実施規則（平成27年奈良市規則第86号）別記第１号
様式、第２号様式及び第４号様式

　�	　奈良市火葬場条例施行規則（昭和43年奈良市規則第
59号）別記第４号様式

　�	　奈良市墓地条例施行規則（昭和43年奈良市規則第64
号）別記第６号様式及び第７号様式

　�	　奈良市墓地等の経営の許可等に関する規則（平成14
年奈良市規則第10号）別記第１号様式、第２号様式、
第３号様式、第４号様式、第５号様式、第６号様式及
び第11号様式

　�	　奈良市興行場法施行細則（平成14年奈良市規則第11
号）別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第４
号様式、第６号様式及び第７号様式

　�	　奈良市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営の確
保に関する条例施行規則（平成14年奈良市規則第12号）
別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第４号様
式、第６号様式及び第７号様式

　�	　奈良市公衆浴場法施行細則（平成14年奈良市規則第

13号）別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第
４号様式、第６号様式及び第７号様式

　�	　奈良市化製場等に関する法律施行細則（平成14年奈
良市規則第17号）別記第１号様式、第２号様式、第４
号様式、第５号様式、第６号様式、第７号様式及び第
８号様式

　�	　奈良市狂犬病予防法施行細則（平成14年奈良市規則
第18号）別記第６号様式

　�	　奈良市における奈良県動物の愛護及び管理に関する
条例施行細則（平成17年奈良市規則第67号）別記第２
号様式及び第３号様式

　�	　奈良市美容師法施行細則（平成14年奈良市規則第22
号）別記第１号様式、第２号様式、第５号様式、第７
号様式、第８号様式及び第９号様式

　�	　奈良市理容師法施行細則（平成14年奈良市規則第23
号）別記第１号様式、第２号様式、第５号様式、第７
号様式、第８号様式及び第９号様式

　�	　奈良市クリーニング業法施行細則（平成14年奈良市
規則第19号）別記第１号様式、第１号様式の２、第４
号様式、第４号様式の２、第６号様式、第６号様式の
２、第７号様式、第７号様式の２、第８号様式及び第
８号様式の２

　�	　奈良市建築物における衛生的環境の確保に関する法
律施行細則（平成14年奈良市規則第20号）別記第１号
様式及び第６号様式

　�	　奈良市温泉法施行細則（平成14年奈良市規則第62
号）別記第１号様式、第２号様式の２、第２号様式の
３、第２号様式の４、第４号様式及び第８号様式

　�	　奈良市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する
法律施行細則（平成14年奈良市規則第21号）別記第１
号様式、第３号様式、第５号様式、第６号様式、第７
号様式、第８号様式、第９号様式、第11号様式、第12
号様式及び第13号様式

　�	　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（昭和48
年奈良市規則第53号）別記第２号様式、第５号様式、
第６号様式、第９号様式の２、第11号様式、第12号様
式、第15号様式、第18号様式、第20号様式、第21号様
式、第22号様式、第23号様式、第24号様式、第25号様
式、第27号様式、第28号様式、第32号様式、第33号様
式、第34号様式、第35号様式、第36号様式、第37号様
式、第38号様式、第40号様式、第41号様式、第41号様
式の２及び第41号様式の３

　�	　奈良市浄化槽法施行細則（平成14年奈良市規則第60
号）別記第１号様式、第２号様式及び第３号様式

　�	　奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行
規則（平成14年奈良市規則第25号）別記第１号様式、
第２号様式、第４号様式、第５号様式、第６号様式及
び第７号様式

　�	　奈良市国民健康保険規則（昭和34年奈良市規則第11
号）別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第５
号様式、第６号様式、第10号様式、第14号様式、第16

号外第９号
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号様式及び第17号様式
　�	　奈良市介護保険規則（平成12年奈良市規則第30号）

第８号様式、第９号様式、第15号様式、第18号様式の
２、第20号様式の２、第21号様式、第21号様式の２、
第23号様式の２、第27号様式及び第33号様式

　�	　奈良市における奈良県生活環境保全条例施行細則
（平成14年奈良市規則第53号）別記第１号様式、第２
号様式、第３号様式、第４号様式及び第５号様式

　�	　奈良市地域自治協議会の設置、認定及び運営に関す
る規則（令和元年奈良市規則第40号）第１号様式、第
２号様式、第５号様式及び第７号様式

　�	　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入
れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例
施行規則（平成25年奈良市規則第29号）別記第１号様
式、第２号様式、第３号様式及び第４号様式

　�	　奈良市犯罪被害者等支援条例施行規則（平成31年奈
良市規則第17号）別記第１号様式、第２号様式及び第
５号様式

　�	　奈良市ならまちセンター条例施行規則（平成元年奈
良市規則第11号）別記第７号様式

　�	　入江泰𠮷記念奈良市写真美術館条例施行規則（平成
７年奈良市規則第17号）別記第６号様式

　�	　奈良市音声館条例施行規則（平成７年奈良市規則第
18号）別記第６号様式

　�	　奈良市名勝大乗院庭園文化館条例施行規則（平成８
年奈良市規則第19号）別記第６号様式及び第９号様式

　�	　なら100年会館条例施行規則（平成10年奈良市規則
第47号）別記第６号様式

　�	　奈良市西部会館市民ホール条例施行規則（平成12年
奈良市規則第71号）別記第６号様式

　�	　奈良市美術館条例施行規則（平成15年奈良市規則第
45号）別記第５号様式

　�	　奈良市北部会館条例施行規則（平成16年奈良市規則
第25号）別記第６号様式

　�	　奈良市体育施設条例施行規則（平成20年奈良市規則
第９号）別記第９号様式、第13号様式、第14号様式及
び第15号様式

　�	　奈良市コミュニティスポーツ施設条例施行規則（平
成20年奈良市規則第10号）別記第５号様式及び第６号
様式

　�	　奈良市青少年野外活動センター条例施行規則（平成
20年奈良市規則第11号）別記第５号様式

　�	　奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
（昭和49年奈良市規則第26号）別記第２号様式、第６
号様式、第７号様式、第10号様式、第13号様式及び第
16号様式

　�	　奈良市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関
する条例施行規則（平成８年奈良市規則第20号）別記
第11号様式

　�	　奈良市自転車駐車場条例施行規則（昭和59年奈良市
規則第45号）別記第７号様式、第８号様式及び第10号

様式
　�	　奈良市中小企業資金融資規則（昭和39年奈良市規則
第15号）別記様式

　�	　奈良市勤労者総合福祉センター条例施行規則（平成
15年奈良市規則第65号）第９号様式及び第11号様式

　�	　なら工藝館条例施行規則（平成12年奈良市規則第66
号）第６号様式及び第８号様式

　�	　奈良市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の
特例に関する条例施行規則（令和２年奈良市規則第31
号）別記第１号様式、第４号様式、第５号様式及び第
６号様式

　�	　奈良市農林事業分担金徴収条例施行規則（昭和43年
奈良市規則第27号）別記様式

　�	　奈良市火入れに関する条例施行規則（平成12年奈良
市規則第10号）別記第１号様式

　�	　奈良市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律施行細則（平成15年奈良市規則第22号）別記
第１号様式及び第２号様式

　�	　奈良市巨樹等の保存及び緑化の推進に関する条例施
行規則（平成14年奈良市規則第120号）別記第１号様
式及び第２号様式

　�	　奈良市都市下水路条例施行規則（平成26年奈良市規
則第16号）別記第１号様式、第３号様式、第４号様式、
第６号様式、第８号様式及び第９号様式

　�	　ＪＲ奈良駅東西自由通路等の設置及び管理に関する
条例施行規則（平成22年奈良市規則第92号）別記第１
号様式、第２号様式及び第４号様式

　�	　奈良市建築基準法施行細則（平成元年奈良市規則第
45号）別記第２号様式、第３号様式、第４号様式、第
５号様式、第６号様式、第７号様式、第８号様式、第
９号様式、第９号様式の２及び第10号様式

　�	　短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡
所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用
除外に係る優良住宅認定事務施行細則（昭和49年奈良
市規則第25号）別記第１号様式

　�	　奈良市建築協定条例施行規則（昭和63年奈良市規則
第６号）別記第１号様式、第２号様式、第５号様式及
び第６号様式

　�	　建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則（昭和
49年奈良市規則第８号）別記様式

　�	　奈良市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例
施行規則（昭和58年奈良市規則第54号）別記第１号様
式、第４号様式及び第７号様式

　�	　奈良市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律施行細則（平成19年奈良市規則第50号）別
記第２号様式、第３号様式、第４号様式、第５号様式
及び第６号様式

　�	　租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
（昭和49年奈良市規則第24号）別記第１号様式、第２
号様式、第４号様式、第７号様式及び第８号様式

　�	　奈良市改良住宅条例施行規則（昭和47年奈良市規則
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第64号）別記様式
　�	　奈良市空家等対策の推進に関する規則（平成28年奈

良市規則第37号）別記第６号様式及び第７号様式
　�	　なら・まほろば景観まちづくり条例施行規則（平成

２年奈良市規則第21号）別記第１号様式、第２号様式、
第３号様式、第３号様式の２、第３号様式の３、第３
号様式の４、第４号様式、第５号様式、第６号様式、
第７号様式、第９号様式、第11号様式及び第12号様式

　�	　奈良市古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置法施行細則（平成14年奈良市規則第55号）別記第
１号様式、第２号様式、第３号様式、第６号様式、第
７号様式、第８号様式、第９号様式及び第10号様式

　�	　奈良市近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細
則（平成14年奈良市規則第56号）別記様式

　�	　奈良市屋外広告物条例施行規則（平成14年奈良市規
則第42号）別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、
第４号様式、第５号様式、第８号様式、第９号様式、
第11号様式、第12号様式、第12号様式の２、第13号様
式、第14号様式、第15号様式、第17号様式及び第18号
様式

　�	　奈良市地区計画形態意匠条例施行規則（平成22年奈
良市規則第17号）別記第１号様式、第１号様式の２、
第１号様式の３及び第７号様式

　（100	） 	奈良市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行
規則（昭和61年奈良市規則第40号）別記様式

　（101	） 	奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関
する条例施行規則（平成３年奈良市規則第５号）別記
様式

　（102	） 	奈良市建築物における駐車施設の附置及び管理に関
する条例施行規則（平成２年奈良市規則第３号）別記
第１号様式及び第３号様式

　（103	） 	大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事
業）土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則（昭和
61年奈良市規則第１号）別記第１号様式、第４号様式、
第５号様式、第６号様式、第７号様式及び第12号様式

　（104	） 	大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事
業）近鉄学園前駅南地区第一種市街地再開発事業保留
床等譲渡規則（平成７年奈良市規則第53号）別記第１
号様式

　（105	） 	奈良市火災予防規則（昭和37年奈良市規則第13号）
別記第２号様式、第５号様式の２、第５号様式の４、
第６号様式、第８号様式、第９号様式、第10号様式、
第11号様式、第12号様式、第13号様式、第14号様式、
第15号様式、第16号様式、第17号様式、第18号様式、
第18号様式の２、第19号様式、第20号様式、第21号様
式、第22号様式、第22号様式の２、第23号様式、第23
号様式の２及び第24号様式

　（106	） 	奈良市危険物規制規則（昭和36年奈良市規則第10
号）別記第８号様式、第９号様式、第12号様式及び第
14号様式

　 （奈良市債権管理条例施行規則等の一部改正）

第２条　次に掲げる規則の規定中「印」を削る。
　⑴	　奈良市債権管理条例施行規則（平成25年奈良市規則
第27号）別記様式

　⑵　奈良市庁舎管理規則別記第１号様式
　⑶	　奈良市税条例施行規則別記第14号様式、第14号様式
の２、第17号様式及び第17号様式の２

　⑷	　奈良市子ども・子育て支援法施行細則別記第２号様
式及び第３号様式

　⑸	　奈良市児童福祉法施行細則別記第10号様式の16、第
10号様式の17、第10号様式の18及び第10号様式の19

　⑹	　奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則
（平成26年奈良市規則第61号）別記第１号様式、第４
号様式、第５号様式及び第６号様式

　⑺	　奈良市火葬場条例施行規則別記第１号様式、第２号
様式及び第３号様式

　⑻	　奈良市墓地条例施行規則別記第１号様式、第３号様
式、第４号様式、第５号様式、第８号様式及び第９号
様式

　⑼	　奈良市納骨堂条例施行規則（昭和43年奈良市規則第
65号）別記第１号様式、第３号様式、第４号様式及び
第５号様式

　⑽	　奈良市体育施設条例施行規則別記第14号様式
　⑾	　奈良市風致地区条例施行規則（平成25年奈良市規則
第26号）別記第１号様式、第２号様式、第４号様式、
第５号様式、第７号様式、第８号様式、第９号様式、
第10号様式及び第11号様式

　⑿	　奈良市地域における歴史的風致の維持及び向上に関
する法律施行細則（平成29年奈良市規則第42号）別記
第１号様式、第２号様式、第４号様式、第５号様式、
第６号様式及び第７号様式

　⒀	　奈良市都市公園条例施行規則（昭和46年奈良市規則
第16号）別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、
第４号様式、第５号様式、第７号様式、第８号様式、
第９号様式、第10号様式及び第11号様式

　⒁	　奈良市火災予防規則別記第25号様式
　⒂	　奈良市危険物規制規則別記第１号様式、第６号様式
及び第13号様式

　 （奈良市会計規則の一部改正）
第	３条　奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第１号）の
一部を次のように改正する。
　	　第27条第３項前段中「記載し、押印させなければなら
ない」を「記載しなければならない」に改め、同項後段
を削り、同条第10項前段中「記載し、押印させなければ
ならない」を「記載しなければならない」に改め、同項
後段を次のように改める。
　　	　この場合において、氏名の記載は自署によることと
する（次に掲げるものを除く。）。

　　⑴	　添付書類等一連の書類により主務課長が適正な請
求書であると認めたもの

　　⑵	　当該請求書に係る契約書又は請書があるもの
　　⑶　債権者の押印があるもの
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　　⑷	　前３号に掲げるもののほか、特に市長が認めるも
の

　　別記第14号様式及び第17号様式の２中「㊞」を削る。
　 （奈良市契約規則の一部改正）
第	４条　奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）の
一部を次のように改正する。

　	　第８条第１項第４号中「入札書に」の次に「署名又は」
を加える。

　	　第25条を削り、第26条を第25条とし、第27条を第26条
とする。

　	　別記第１号様式、第２号様式及び第３号様式中「㊞」
を削る。

　　別記第５号様式及び第６号様式を削る。
　	 （奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律施行細則の一部改正）

第	５条　奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律施行細則（平成18年奈良市規則第80
号）の一部を次のように改正する。

　	　別記第13号様式、第13号様式の２、第13号様式の３、
第13号様式の４及び第13号様式の５中「㊞」を削る。

　	　別記第14号様式中「㊞」及び「※６　申請者氏名につ
いては、記名押印又は自筆による署名のいずれかとす
る。」を削る。

　	　別記第16号様式、第18号様式、第19号様式、第20号様
式、第21号様式、第22号様式及び第23号様式中「㊞」を
削る。

　	 （奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施規則の
一部改正）

第	６条　奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施規
則（平成28年奈良市規則第60号）の一部を次のように改
正する。

　	　別記第１号様式中「（申請者名…署名でない場合は、
押印をお願いします。）」を削る。

　　別記第２号様式中「㊞」を削る。
　 （奈良市一般不妊治療費等助成事業実施規則の一部改正）
第	７条　奈良市一般不妊治療費等助成事業実施規則（平成
28年奈良市規則第61号）の一部を次のように改正する。

　	　別記第１号様式中「（申請者名…署名でない場合は、
押印をお願いします。）」を削る。

　　別記第２号様式中「印」を削る。
　	 （奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条
例施行規則の一部改正）

第	８条　奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関す
る条例施行規則（令和２年奈良市規則第29号）の一部を
次のように改正する。

　	　第８条中「押印した」を「署名又は記名押印した」に
改める。

　	　別記第１号様式中「署名押印します」を「署名又は記
名押印します」に、「氏名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　印」を「氏名」に改め、同様式備考第１項
中「署名押印に」を「署名に」に改める。

　	　別記第２号様式、第３号様式、第５号様式、第６号様
式、第７号様式、第８号様式、第９号様式、第10号様式、
第11号様式、第13号様式、第14号様式、第15号様式、第
17号様式、第18号様式、第19号様式及び第20号様式中
「印」を削る。
　 （奈良市住居表示に関する規則の一部改正）
第	９条　奈良市住居表示に関する規則（昭和42年奈良市規
則第16号）の一部を次のように改正する。
　	　別記第４号様式及び第５号様式中「氏名　　　　　　
　　印」を「氏名」に改める。
　	 （奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一
部改正）
第	10条　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
（昭和55年奈良市規則第20号）の一部を次のように改正
する。
　　第５条中「受領印」を「署名又は受領印」に改める。
　	　別記第１号様式及び第７号様式中「㊞」を削り、「登
録証受領印」を「登録証受領署名又は印」に改める。
　	 （奈良市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
施行規則の一部改正）
第	11条　奈良市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する
条例施行規則（平成５年奈良市規則第42号）の一部を次
のように改正する。
　	　別記第１号様式中「氏名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　㊞」を「氏名」に改め、同様式（注意事項）
の６中「の上、代理人の印鑑を押印」を削る。
　	　別記第３号様式中「氏名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　㊞」を「氏名」に改め、同様式（注意事
項）の５中「の上、押印」を削る。
　	　別記第５号様式中「氏名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　㊞」を「氏名」に改め、同様式（注意事
項）の３中「の上、押印」を削る。
　	 （奈良市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の一
部改正）
第	12条　奈良市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
（平成16年奈良市規則第26号）の一部を次のように改正
する。
　	　第12条第２項第３号を削り、同項中第４号を第３号と
し、第５号から第13号までを１号ずつ繰り上げる。
　	　別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第４号様
式、第５号様式、第６号様式、第７号様式、第８号様式
及び第10号様式中「㊞」を削る。
　	　別記第11号様式中「㊞」及び「⑶印鑑証明書」を削り、
「⑷」を「⑶」に、「⑸」を「⑷」に、「⑹」を「⑸」に、
「⑺」を「⑹」に、「⑻」を「⑺」に、「⑼」を「⑻」に、
「⑽」を「⑼」に、「⑾」を「⑽」に、「⑿」を「⑾」に、
「⒀」を「⑿」に改める。
　	 （奈良市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
の一部改正）
第	13条　奈良市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行
細則（平成26年奈良市規則第17号）の一部を次のように
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改正する。
　	　別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第４号様
式及び第６号様式中「㊞」及び「係員印」を削る。

　	　別記第７号様式中「その代表者の氏名　　　　　　　
　　印」を「氏名」に改め、「係員印」を削る。

　	　別記第８号様式及び第９号様式中「㊞」及び「係員印」
を削る。

　　別記第10号様式中「㊞」を削る。
　	　別記第12号様式、第13号様式、第14号様式及び第15号
様式中「その代表者の氏名　　　　　　　　　印」を「そ
の代表者の氏名」に改め、「係員印」を削る。

　　別記第16号様式中「㊞」及び「係員印」を削る。
　	 （奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条
例施行規則の一部改正）

第	14条　奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関す
る条例施行規則（令和元年奈良市規則第32号）の一部を
次のように改正する。

　	　別記第１号様式、第６号様式、第９号様式中「氏名　
　　　　　　　　　　印」を「氏名」に改め、「係員印」
を削る。

　	　別記第12号様式、第13号様式、第14号様式、第16号様
式及び第17号様式中「氏名　　　　　　　　　　　印」
を「氏名」に改める。

　 （奈良市営住宅条例施行規則の一部改正）
第	15条　奈良市営住宅条例施行規則（昭和61年奈良市規則
第14号）の一部を次のように改正する。

　	　第６条第２項及び第６条の２第２項中「次に掲げる」
を「市長が必要と認める」に改め、同項各号を削る。

　　別記第１号様式の２中「印」を削る。
　　別記第３号様式中「㊞」を削る。
　　別記第４号様式及び第４号様式の２中「実印」を削る。
　	　別記第４号様式の３、第５号様式、第６号様式、第７
号様式、第８号様式、第８号様式の２、第９号様式、第
10号様式、第11号様式、第12号様式、第13号様式、第14
号様式、第15号様式、第16号様式、第17号様式及び第17
号様式の２中「㊞」を削る。

　　別記第17号様式の４中「印」を削る。
　	　別記第17号様式の５、第17号様式の６、第19号様式、
第20号様式、第21号様式、第22号様式及び第23号様式中
「㊞」を削る。
　 （奈良市開発行為等の規制に関する規則の一部改正）
第	16条　奈良市開発行為等の規制に関する規則（平成２年
奈良市規則第９号）の一部を次のように改正する。

　	　別記第１号様式、第２号様式、第３号様式及び第４号
様式中「㊞」を削る。

　	　別記第６号様式中「㊞」を「　」に改め、同様式備
考第３項中「㊞欄に」を削る。

　	　別記第６号様式の２、第７号様式、第９号様式、第10
号様式、第11号様式、第12号様式、第13号様式、第14号
様式、第15号様式、第16号様式、第16号様式の３、第16
号様式の４、第17号様式、第18号様式及び第20号様式中

「㊞」を削る。
　 （奈良市宅地造成等規制法施行細則の一部改正）
第	17条　奈良市宅地造成等規制法施行細則（平成２年奈良
市規則第11号）の一部を次のように改正する。
　	　別記第１号様式中「㊞」を削る。
　	　別記第１号様式の２（正）宅地造成に関する工事の変
更許可申請書中「㊞」を削り、「係員印」を「係員」に
改める。
　	　別記第２号様式、第３号様式、第４号様式及び第５号
様式中「㊞」を削る。
　	　別記第６号様式中「㊞」を削り、「係員印」を「係員」
に改める。
　　別記第９号様式及び第10号様式中「㊞」を削る。
　	 （大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）
土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正）
第	18条　大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事
業）土地区画整理事業保留地処分規則（平成元年奈良市
規則第41号）の一部を次のように改正する。
　	　第16条第１号中「又は」の次に「署名若しくは」を加
える。
　	　別記第１号様式、第３号様式、第３号様式の２、第４
号様式、第７号様式及び第10号様式中「㊞」を削る。
　	 （大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）
土地区画整理事業清算金徴収交付規則の一部改正）
第	19条　大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事
業）土地区画整理事業清算金徴収交付規則（平成18年奈
良市規則第42号）の一部を次のように改正する。
　	　第16条ただし書を削る。
　	　別記第１号様式中「㊞」を削り、同様式（注意）の２
中「登録印鑑を押印し、」を削る。
　　別記第２号様式及び第３号様式中「㊞」を削る。
　	　別記第４号様式中「㊞」を削り、同様式（注意）の２
中「登録印鑑を押印し、」を削る。
　　別記第５号様式中
「 氏 名 印

を

「 氏 名

に改め、同様式（注

」 」
　	意）の１中「１　相続人」を「相続人」に改め、同様式
（注意）の２を削る。
　　別記第６号様式中「㊞」を削る。
　	　別記第７号様式中「㊞」を削り、同様式（注意）中「登
録印鑑を押印し、」を削り、同様式（注意）ただし書を
削る。
　	　別記第８号様式中「㊞」を削り、同様式（注意）中「登
録印鑑を押印し、」を削る。
　	　別記第９号様式中「㊞」を削り、同様式（注意）中「登
録印鑑を押印し、」を削る。
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　 （奈良市消防警戒区域立入許可証規則の一部改正）
第	20条　奈良市消防警戒区域立入許可証規則（昭和58年奈
良市規則第47号）の一部を次のように改正する。

　　別記第２号様式中「㊞」を削る。
　　別記第３号様式中「受領印」を「受領」に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそ
れぞれの規則の規定に基づき作成されている用紙は、当
分の間、必要な調整をして使用することができる。

	 （令和２年10月30日掲示済）

告 示

奈良市告示第495号
　奈良市産業用地開発促進奨励金交付要綱を次のように定
める。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
　　　	奈良市産業用地開発促進奨励金交付要綱
　 （趣旨）
第	１条　市内における産業用地の開発を促進することによ
り、企業の集積及び雇用機会の増大を図り、もって市の
産業の活性化に資するため、産業用地を整備し企業等を
誘致する開発事業者に対し、予算の範囲内において、奈
良市産業用地開発促進奨励金（以下「奨励金」という。）
を交付するものとし、その交付については、この要綱の
定めるところによる。	

　 （定義）
第	２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。

　⑴	　開発許可　都市計画法（昭和43年法律第100号）第
29条の規定による開発行為の許可をいう。

　⑵	　開発事業者　開発許可を受けて、市内において産業
用地の整備を行う事業者をいう。

　⑶	　関連企業等　次のいずれかに該当するものをいう。
　　ア	　開発事業者の親会社等（会社法（平成17年法律第

86号）第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。
以下「親会社等」という。）

　　イ	　開発事業者又は親会社等の子会社等（会社法第２
条第３号の２に規定する子会社等をいう。）

　　ウ	　開発事業者の関連会社（会社計算規則（平成18年
法務省令第13号）第２条第３項第18号に規定する関
連会社をいう。）

　　エ　アからウまでに類するものと市長が認めるもの	
　⑷	　産業用地　企業等（開発事業者及び関連企業等を除

き、別表に掲げる事業を行う事業者をいう。以下同
じ。）の立地（次のいずれかに該当するものをいう。
以下同じ。）が即時に行うことができるまでに整備さ

れた市内の土地をいう。
　　ア	　新設　市内に事業所（立地企業が直接その事業の

用に供する施設をいう。以下同じ。）を有しない立
地企業が市内に新たに事業所を設置することをいう。

　　イ	　増設　市内に事業所を有する立地企業が当該事業
所を拡張し、又は当該事業所の全部を廃止すること
なく、市内に新たに事業所を設置することをいう。

　　ウ	　移転　市内に事業所を有する立地企業が、当該事
業所の全部を廃止した上で市内に新たに事業所を設
置することをいう。　

　⑸	　立地企業　開発事業者が整備する産業用地に立地し
ようとし、又は立地した企業等をいう。

　⑹	　区画　開発事業者が整備する産業用地を立地企業に
提供するために分割した区割（建築物の建築が可能な
平地部分を指し、道路等共用部分を除く。）をいう。

　 （交付対象事業）
第	３条　奨励金の交付対象となる事業（以下「交付対象事
業」という。）は、次の各号のいずれにも該当する事業
とする。
　⑴	　開発事業者が産業用地を整備すること。
　⑵	　第14条の規定による奨励金の交付の決定を受けた日
から５年を経過する日までの間に、産業用地内の3,000
平方メートル以上の区画２つ以上につき、立地企業と
売買契約又は賃貸借契約を締結し、かつ、当該契約を
締結した立地企業が操業を開始すること。

　 （交付対象者）
第	４条　奨励金の交付を受けることができる者は、3,000
平方メートル以上の区画を２つ以上有する産業用地を整
備する開発事業者とする。ただし、次の各号のいずれか
に該当する場合は、対象としないものとする。
　⑴	　市税を滞納しているとき。
　⑵	　奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24
号）第２条第３号に規定する暴力団等であるとき、法
人にあってはその役員若しくは事業所の代表者が暴力
団等であるとき、又は暴力団等を支援する等暴力団等
と不当な関わりを有するとき。

　⑶	　国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制
度により、交付対象事業への補助金等の交付があった
とき、又はその予定があるとき。

　 （奨励金の額）
第	５条　奨励金の額は、１区画の面積3,000平方メートル
につき300万円とし、１区画の面積が3,000平方メートル
以上である場合は、3,000平方メートルを超える面積
1,000平方メートルごとに100万円を加算した額とする。
ただし、奨励金の交付は１区画当たり１回限り、かつ、
1,000万円を上限とする。
２	　前項の奨励金の額の算定は、立地企業との売買契約又
は賃貸借契約締結時の区画面積を基準に行うものとす
る。ただし、立地企業の操業開始時点において当初の売
買契約又は賃貸借契約の内容に変更がある場合は、変更
後の立地企業の操業開始時点で有効な契約の区画面積を
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基準に行うものとする。
　 （事業計画認定の申請）
第	６条　開発事業者は、交付対象事業に係る事業計画（以
下「事業計画」という。）の認定を受けようとするときは、
産業用地に係る開発許可を受けた日から起算して１箇月
を経過する日までに、事業計画認定申請書（別記第１号
様式）及び事業計画書（別記第２号様式）に次に掲げる
書類を添えて市長に提出するものとする。

　⑴	　開発行為許可通知書の写し（開発許可に条件が付さ
れている場合は、その写しを含む。）

　⑵　資金計画書
　⑶　位置図
　⑷　現況図面
　⑸　土地利用計画図
　⑹　面積求積図
　⑺　現況写真
　⑻　法人登記履歴事項全部証明書
　⑼　最新の決算書の写し
　⑽　役員等名簿（別記第３号様式）
　⑾　その他市長が必要と認める書類
２	　市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、当該書類の全部又は一部を省略させるこ
とができる。

　 （事業計画の認定）
第	７条　市長は、前条の規定による申請があったときは、
これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適
当と認めるときは、事業計画の認定を行うものとする。
この場合において、市長は当該認定について必要な条件
を付すことができる。

　 （認定の通知）
第	８条　市長は、前条の規定による事業計画の認定を行っ
たときは、その認定の内容（認定に条件を付したときは、
その認定の内容及び条件）を事業計画認定書（別記第４
号様式）により、事業計画認定の申請を行った開発事業
者に通知するものとする。

２	　市長は、事業計画の認定を行うことが不適当と認めた
ときは、速やかにその旨を事業計画認定の申請を行った
開発事業者に通知するものとする。

　 （企業誘致に係る協力）
第	９条　前条第１項の規定による認定の通知を受けた者（以
下「認定事業者」という。）及び市長は、企業等の誘致
において協力するものとする。

　 （認定事業の変更等の届出）
第	10条　認定事業者は、次の各号に掲げる事由が生じた場
合は、遅滞なくその旨を当該各号に定める書類により市
長に届け出なければならない。

　⑴	　第７条の規定による認定を受けた交付対象事業（以
下「認定事業」という。）の内容を変更したとき（軽
微な変更の場合を除く。）　認定事業変更届（別記第５
号様式）

　⑵	　認定事業を休止又は廃止したとき　認定事業休止・
廃止届（別記第６号様式）

２	　前項各号の届出については、当該事由を確認できる書
類を添えなければならない。
　 （事業計画の認定の取消し）
第	11条　市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当
するときは、当該認定事業者に係る事業計画の認定を取
り消すことができる。
　⑴	　正当な理由なく認定事業の施行を著しく遅延させた
とき。

　⑵　認定事業を休止又は廃止したとき。
　⑶	　偽りその他不正の手段により事業計画の認定を受け
たとき。

　⑷	　事業計画の認定の内容又はこれに付した条件に違反
したとき。

　⑸　市税の納付を怠ったとき。
　⑹　条例、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
２	　市長は、前項の規定により事業計画の認定を取り消し
たときは、認定取消通知書（別記第７号様式）により当
該認定事業者に通知するものとする。
　 （地位の承継）
第	12条　認定事業者が認定事業を譲渡したときは、当該認
定事業の譲受人は、市長の承認を得て、当該認定事業者
の地位を承継することができる。
２	　認定事業者について相続、合併又は分割（それぞれ認
定事業を承継させるものに限る。以下同じ。）があった
ときは、相続人（相続人が２人以上ある場合において、
その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選
定したときは、その者。以下同じ。）、合併後存続する法
人若しくは合併により設立された法人又は分割により当
該事業を承継した法人は、市長の承認を得て、当該認定
事業者の地位を承継することができる。
３	　相続により認定事業者の地位を承継した者は、認定事
業承継承認申請書（別記第８号様式）に戸籍謄本（相続
人が２名以上ある場合において、その全員の同意により
認定事業者の地位を承継すべき相続人として選定された
ものにあっては、戸籍謄本及びその全員の同意書）及び
役員等名簿を添えて、市長に提出しなければならない。
４	　認定事業の譲渡、合併又は分割により認定事業者の地
位を承継しようとする者は、あらかじめ認定事業承継承
認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ
ればならない。
　⑴	　認定事業の譲受人にあっては、当該事業の譲渡を証
する書類

　⑵	　合併後存続する法人若しくは合併により設立された
法人又は分割により事業を承継した法人にあっては、
当該法人の登記事項証明書

　⑶　役員等名簿
５	　市長は、前２項の規定による申請があったときは、こ
れを審査し、認定事業の承継が適当と認めるときは、認
定事業承継承認通知書（別記第９号様式）により認定事
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業承継承認の申請を行った者に通知するものとする。
６	　市長は、認定事業の承継が不適当と認めたときは、速
やかにその旨を認定事業承継承認の申請を行った者に通
知するものとする。

　 （交付申請）
第	13条　認定事業者が奨励金の交付の申請をしようとする
ときは、奨励金交付申請書（別記第10号様式）及び事業
中間報告書（別記第11号様式）に、次に掲げる書類を添
えて、開発行為及び公共施設に関する検査済証が交付さ
れた日から起算して１箇月を経過する日までに市長に提
出しなければならない。

　⑴　開発行為に関する工事の検査済証の写し
　⑵　公共施設に関する工事の検査済証の写し
　⑶　開発行為竣工図（土地利用計画図・確定丈量図）
　⑷　竣工写真
　⑸　その他市長が必要と認める書類
２	　市長は、前項の規定により添えなければならない書類
により証明すべき事実を公簿等によって確認することが
できるときは、当該書類の全部又は一部を省略させるこ
とができる。

　 （交付決定）
第	14条　市長は、前条の規定による申請があったときは、
これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、産
業用地の整備が適切に実施されたものと認めるときは、
奨励金の交付を決定する。この場合において、奨励金の
交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、
これに条件を付することができる。

　 （交付決定の通知）
第	15条　市長は、前条の規定による奨励金の交付を決定し
たときは、その決定の内容（決定に条件を付したときは、
その決定の内容及び条件）を奨励金交付決定通知書（別
記第12号様式）により、奨励金の交付申請を行った認定
事業者に通知するものとする。

２	　市長は、奨励金の交付の決定を行うことが不適当と認
めたときは、速やかにその旨を奨励金の交付申請を行っ
た認定事業者に通知するものとする。

　 （申請の取下げ）
第	16条　前条第１項の規定による通知を受けた認定事業者
（以下「交付事業者」という。）は、当該通知に係る奨励
金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服が
あるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内
に文書をもって申請の取下げをすることができる。

２	　前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該
申請に係る奨励金の交付の決定はなかったものとみなす。

　 （申請内容の変更）
第	17条　交付事業者は、第14条の規定による交付決定に係
る認定事業の内容を変更しようとするとき（軽微な変更
の場合を除く。）は、奨励金交付決定変更申請書（別記
第13号様式）及び事業中間報告書に変更の内容を確認で
きる書類を添えて、速やかに市長に申請し、その承認を
得なければならない。

２	　市長は、前項の規定による申請があったときは、これ
を審査し、変更を承認することを決定したときは奨励金
交付決定変更通知書（別記第14号様式）によりその旨を、
承認しないことを決定したときはその旨を、交付事業者
に通知するものとする。
　 （交付事業者に係る届出）
第	18条　交付事業者は、第14条の規定による交付決定に係
る認定事業の産業用地（以下「認定産業用地」という。）
内の3,000平方メートル以上の区画に関し、立地企業と
売買契約又は賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく、
売買契約等締結届（別記第15号様式）に次に掲げる書類
を添えて市長に届け出なければならない。
　⑴　売買契約書又は賃貸借契約書の写し
　⑵　対象区画の位置図
　⑶　その他市長が必要と認める書類
２	　交付事業者は、前項の届出を行った区画において立地
企業が操業を開始したときは、操業を開始した日から３
箇月を経過する日又は第14条の規定による奨励金の交付
決定を受けた日から５年を経過する日のいずれか早い日
までに、操業開始届（別記第16号様式）に次に掲げる書
類を添えて、市長に届け出なければならない。
　⑴	　立地企業の法人等設立・開設申告書の写し又は立地
企業の法人等異動届出書の写し

　⑵	　前号に規定する書類に準じる書類の写し（前号に規
定する書類がない場合に限る。）

　⑶	　売買契約書又は賃貸借契約書の写し（立地企業の操
業開始時点で有効な契約書に限る。）

　⑷　その他市長が必要と認める書類
３	　交付事業者は、認定事業を休止又は廃止しようとする
ときは、直ちに認定事業休止・廃止届を市長に提出しな
ければならない。
　 （実績報告）
第	19条　交付事業者が次の各号のいずれかに該当するとき
は認定事業が完了したものとし、当該認定事業の完了の
日から起算して１箇月を経過する日までに、実績報告書
（別記第17号様式）、事業報告書（別記第18号様式）及び
役員等名簿を市長に提出しなければならない。
　⑴	　第14条の規定による奨励金の交付の決定を受けた日
から５年を経過する前で、次のいずれかに該当すると
き

　　ア	　認定産業用地内の3,000平方メートル以上の区画
全てにつき、前条第２項の規定による届出があった
とき。

　　イ	　認定産業用地内の3,000平方メートル以上の区画
２つ以上につき、前条第２項の規定による届出があっ
た後、交付事業者が認定事業の廃止の目的で認定事
業休止・廃止届を市長に提出したとき。

　⑵	　認定産業用地内の3,000平方メートル以上の区画２
つ以上につき、前条第２項の規定による届出をし、か
つ、第14条の規定による奨励金の交付の決定を受けた
日から５年を経過する日が到来したとき。
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　 （奨励金の額の確定）
第	20条　市長は、前条の規定による報告があったときは、
これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適
当と認めるときは、交付すべき奨励金の額を確定し、奨
励金確定通知書（別記第19号様式）により、当該交付事
業者に通知するものとする。

　 （奨励金の交付）
第	21条　交付事業者は、奨励金の交付を受けようとすると
きは、奨励金交付請求書（別記第20号様式）を市長に提
出しなければならない。

　 （交付決定の取消し等）
第	22条　市長は、交付事業者が第11条第１項各号若しくは
次の各号のいずれかに該当するとき、又は奨励金の交付
決定後、天災地変その他の理由により事情の変更が生じ
たときは、奨励金の交付決定の全部若しくは一部を取り
消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を
変更することができる。

　⑴	　偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた
とき。

　⑵	　奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に
違反したとき。

　⑶	　認定産業用地において区画形質の変更を行うため開
発許可を受けたとき。

　⑷	　第19条各号に規定する認定事業の完了の要件を満た
さないとき。

２	　第15条の規定は、前項の規定による取消し等をした場
合について準用する。

　 （奨励金の返還）
第	23条　市長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合に
おいて、既に奨励金が交付されているときは、交付事業
者に対し、奨励金返還命令書（別記第21号様式）により
期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
　 （報告又は調査）
第	24条　市長は、奨励金の交付に関し必要があるときは、
認定事業者及び交付事業者に対し、報告を求め、又は市
職員をして調査させることができる。
　 （予算措置）
第	25条　市は、第13条の規定に基づく申請に先立って、必
要な予算措置を講じなければならない。
２	　前項の規定にかかわらず、必要な措置を講じることが
できなかったときは、第５条第１項に規定する額から減
額して奨励金を交付し、又は奨励金を交付しないことが
ある。
　 （その他）
第	26条　この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に
関し必要な事項は、その都度市長が定める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この告示は、令和２年10月１日から施行する。
　 （この告示の失効）
２	　この告示は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。
３	　この要綱の失効前に第７条の規定による事業計画の認
定を受けた者に対する奨励金の交付については、この要
綱は、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表（第２条関係）

事業 内容
製造業 統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類（平成25

年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。）に掲げる大分類Ｅ－製造業に属する事
業

研究所 日本標準産業分類に掲げる大分類（以下「大分類」という。）Ｌ－学術研究、専門・技術サービス
業のうち、小分類711－自然科学研究所に属する事業

情報通信業 大分類Ｇ－情報通信業のうち、次のいずれかに属する事業をいう。
　⑴	　日本標準産業分類に掲げる中分類（以下「中分類」という。）37－通信業のうち、インターネッ
ト用のサーバやデータ通信等の装置を設置及び運用することに特化し、保守、運用サービス等
を提供する事業

　⑵　中分類39－情報サービス業
　⑶　中分類40－インターネット附随サービス業
　⑷	　中分類41－映像・音声・文字情報制作業のうち、デジタル技術を用いてコンテンツの制作及
び配信を行う事業

　⑸　前各号に掲げるもののほか、情報通信業として市長が認める事業
物流・流通業 大分類Ｈ－運輸業、郵便業及び大分類I－卸売業、小売業のうち、次のいずれかに属する事業をいう。

　⑴　中分類44－道路貨物運送業
　⑵　中分類47－倉庫業
　⑶　中分類48－運輸に附帯するサービス業のうち、小分類484―こん包業に属する事業
　⑷　中分類50－各種商品卸売業
　⑸　中分類51－繊維・衣服等卸売業
　⑹　中分類52－飲食料品卸売業
　⑺　中分類53－建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
　⑻　中分類54－機械器具卸売業
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　⑼　中分類55－その他の卸売業（細分類5598－代理商、仲立業を除く。）
　⑽　前各号に掲げるもののほか、物流・流通業として市長が認める事業

宿泊施設 大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業のうち、小分類751－旅館、ホテルに属する事業（風俗営業等
の規制及び業務の適正化等に関する法律	（昭和23年法律第122号）第２条第５項に規定する性風俗
関連特殊営業又は奈良市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例（昭和58年奈良市条例第30号）
第２条第１項第２号に規定する施設を除く。）	をいう。

大型商業施設 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗をいう。
その他 大分類Ｌ－学術研究、専門・技術サービス業のうち、次のいずれかに属する事業をいう。

　⑴　小分類726－デザイン業
　⑵　細分類7281－経営コンサルタント業
　⑶　中分類73－広告業
　⑷　小分類743－機械設計業
　⑸　小分類744－商品・非破壊検査業
大分類Ｋ－不動産業、物品賃貸業のうち、次のいずれかに属する事業をいう。
　⑴　細分類7011－総合リース業
　⑵　小分類702－産業用機械器具賃貸業
　⑶　小分類703－事務用機械器具賃貸業
大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）
　⑴　小分類901－機械修理業（電気機械器具を除く）
　⑵　細分類9291－ディスプレイ業
　⑶　細分類9292－産業用設備洗浄業
　⑷　細分類9294－コールセンター業
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通
し
 

 

 
 



第
９
号
様
式
（
第
12
条
関
係
）

第
８
号
様
式
（
第
12
条
関
係
）

号外第９号
令和３年10月22日
　　（金 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 24 ―  ― 25 ―

 第
８
号
様

式
（
第
１
２
条
関
係
）
  

認
定
事
業
承
継
承
認
申
請
書
 

 
年
 
 
 月

 
  
日
 

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

申
請
者
 

所
在
地
 

名
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
  
 

  
 
 
  

 
 
  
 
印
 

下
記
の
と
お
り
認
定
事
業
者
と
し
て
の
地
位
を
承
継
し
た
い
の
で
、
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励

金
交
付
要

綱
第
１
２

条
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、

関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

な
お
、
申
請
に
あ
た
り
、
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励

金
交
付
要
綱
第
４
条
各
号
の
規
定
に
該
当

し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
奈
良
市
が
関
係
機
関
に
照
会

す
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。
 

認
定
年
月
日
 

認
定
番
号
  

 
 
 
 
 
 年

 
  
月
  
 
日
 
 
 第

 
 
 
 
 号

  

認
定
事
業
者
  

事
業
者
名
 

 

所
在
地
 

 

承
継
事
業
者
  

事
業
者
名
 

 

所
在
地
 

 

承
継
年
月
日
 

 
 
 
 
 
 年

 
  
月
  
 
日
 

承
継
事
由
 

 

 
 

 第
９
号
様
式
（

第
１
２
条
関
係
）
 

認
定
事
業
承
継
承
認
通
知

書
 

第
 
 
 
 
 号

  

年
 
 
 月

 
 
 日

  

申
請
者
 

 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

奈
良
市
長
 
 氏

 
 
 
名
 
 
印
 
 

奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金
交
付
要
綱
第
１
２
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
認

定
事
業
の
承
継
を
承
認
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

認
定
年
月
日
 

認
定
番
号
  

 
 
 
 
 
 年

 
  
月
  
 
日
 
 
 第

 
 
 
 
 号

  

承
継
年
月
日
 

 
 
 
 
 
 年

 
  
月
  
 
日
 

 
 



第
10
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）

第
11
号
様
式
（
第
13
条
、
第
17
条
関
係
）

号外第９号
令和３年10月22日
　　（金 曜 日）奈 良 市 公 報

― 26 ―

 第
１
０
号

様
式
（
第
１
３

条
関
係
）
 

奨
励
金
交
付
申
請
書
 

 
年
 
 
 月

 
  
日
 

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

申
請
者
 

所
在
地
 

名
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
  
 

  
 
 
  

 
 
  
 
印
 

奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金
交
付
要
綱
第
１
３

条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
添
え

て
申
請
し

ま
す
。
 

認
定
年
月
日
 

認
定
番
号
 

年
 
 
 月

 
 
 日

 
第
 
  
 
 号

 

交
付
申
請
年
度
 

 

奨
励
金
見

込
額
 

円
 

奨
励
金
 

交
付
申
請
金
額
 

円
  

認
定
事
業
の
完
了
予
定

年
月
日
 

 

※
主

務
課
長
の
意
見
 

 

（
注
）
※

印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 

 第
１
１
号
様
式
（
第
１
３
条
、
第
１
７
条
関
係
）
 

事
業
中
間
報
告
書
 

１
 
事
業
者
概
要
 

 
⑴
 
名
称
 
 

 
⑵
 
代
表
者

氏
名
 
 

 
⑶
 
本
社
の
所
在
地
 
 

 
⑷
 
従
業
員

数
 
（
単
体
社
員
数
）
 
 
 
 
人
 
（
連
結
対
象
会
社
社
員
数
）
 
 
 
人
 

 
⑸
 
事
業
者

が
子
会
社
の
場
合
 

 
 
 
親
会
社

の
名
称
・
所
在
地
・
資
本
関
係
 

 ２
 
事
業
計
画
の
概
要
 

⑴
 
産
業
用
地
（
開
発
区
域
）
の
所
在
及
び
地
番
 

⑵
 
産
業
用
地
（
開
発
区
域
）
の
面
積
 
 
 
 
 
㎡
 

⑶
 
工
事
期
間
 
  
 
 
 
年
 
月
 
日
か
ら
 
年
 
月
 
日
ま
で
 

⑷
 
開
発
区
画
の
概
要
 

区
画
番
号
 

区
画
面
積

（
㎡
）
 

用
途
 

(
自
社
又
は
関
連
企
業

用
・
売
却
用
・
賃
貸
用
) 

立
地
企
業
と
の
 

交
渉
の
状
況

（
未
・
商
談
中
・

済
）
 

奨
励
金
見
込
額
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

円
 

奨
励
金
見
込
額

合
計
 

 
円
 

 

※
行
が
不

足
す
る
場
合
は
、
適
宜
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
区
画
番

号
ご
と
の
場
所
が
分
か
る
よ
う
に
、「

土
地
利
用
計
画
図
」
等
と
対
応
さ
せ
て
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
 

※
区
画
面
積
が
３
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
又
は
用
途
が
自
社
又
は
関

連
企
業
用

の
場
合
は
、
奨
励
金
見
込
額
欄
は
、
－
と
記
入
し
て
下
さ
い
。
 

 
⑸
 
全
区
画
売
買
契
約
(賃

貸
借
契
約
)予

定
年
月
日
 
 
年
 
月
 
日
 

 



第
12
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）

第
13
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）

号外第９号
令和３年10月22日
　　（金 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 26 ―  ― 27 ―

 第
１
２
号

様
式
（
第
１
５
条
関
係
）
 

奨
励
金
交

付
決
定
通
知
書
 

奈
良
市
指
令
 
第
 
 
 
 
 号

  

年
 
 
 月

 
 
 日

  

 
 
 
 

 
 
 
 
様
 

奈
良
市
長
 
 氏

 
 
 
名
 
 
印
 
 

 
 
 
 
年
 
 
 月

 
 
 日

付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
奨
励
金
に
つ
い
て
、
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金
交

付
要
綱
第

１
４
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た

の
で
、
同
要
綱
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
 

（
注
）
こ

の
交
付
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の

通
知
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１

５
日
以
内
に
文
書
で
申
請
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
 

 

交
付
決
定
年
度
 

 
 
 
 
年
度
 

奨
励
金
 

交
付
決
定
金
額
 

 

交
付
予
定
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 

日
（
予
定
）
 

交
付
条
件
 

 

 第
１
３
号
様
式

（
第
１
７
条
関
係
）
 奨

励
金
交
付
決
定
変
更
申
請
書
 

 
年
 
 
 月

 
  
日
 

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

申
請
者
 

所
在
地
 

名
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
  
 

  
 
 
  

 
 
  
 
印
 

年
 
月
 
日
付
け
奈
良
市
指
令
 
第
 
号
で
交
付
決
定
を
受
け

た
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金

に
つ
い
て
、
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金
交
付
要
綱
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
変
更
を
申
請
し
ま
す
。
 

指
令
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

指
令
番
号
 

 
 
 
奈
良
市
指
令
 
 
第
 
 
 
号
 

交
付
決
定
年
度
 

 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

変
更
後
奨
励
金
見
込
額
 

円
 

変
更
後
奨
励
金
 

交
付
申
請
金
額
 

円
 

変
更

年
月
日
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

変
更
理
由
 

 

※
主
務
課
長
の
意
見
 

 

（
注
）
※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 



第
15
号
様
式
（
第
18
条
関
係
）

第
14
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）

号外第９号
令和３年10月22日
　　（金 曜 日）奈 良 市 公 報

― 28 ―

 第
１
５
号
様
式

（
第
１
８
条
関
係
）
 

売
買
契
約
等
締
結
届
 

 
年
 
 
 月

 
  
日
 

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

届
出
者
 

所
在
地
 

名
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
  
 

  
 
 
  

 
 
  
 
印
 

認
定
産
業
用
地
の
う
ち
、
次
の
区
画
に
つ
き
立
地
企
業
と
売
買
（
賃
貸
借
）
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、

奈
良
市
産
業
用

地
開
発
促
進
奨
励
金
交
付
要
綱
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
届
け
出
ま

す
｡
  指

令
年
月
日
 

年
 
 
 月

 
 
 日

 

指
令
番
号
 

 
 
 
奈
良
市
指
令
 
 
第
 
 
 
号
 

交
付
決
定
年
度
 

 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

対
象
区
画
番
号
 

 

対
象
区
画
面
積
 

 

契
約
種
別
 

売
買
契
約
 ・

 
賃
貸
借
契
約
 

契
約
締
結
日
 

 
 
 
 
 
 年

 
  
月
  
 
日
 

契
約
相
手
方
 

 
 
 
 

 
 

 第
１
４
号

様
式
（
第
１
７
条
関
係
）
 奨

励
金
交
付
決
定
変
更
通

知
書
 

奈
良
市
指
令
 
第
 
 
 
 
 号

  

年
 
 
 月

 
 
 日

  

申
請
者
 

 
 
 
 

 
 
 
 
様
 

奈
良
市
長
 
 氏

 
 
 
名
 
 印

 
 

 
 
 
 
年
 
 
 月

 
 
 日

付
け
奈
良
市
指
令
 
第
 
号
で
交
付
決
定

し
た
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金

に
つ
い
て
、
 
年
 
月
 
日
付
け
の
変
更
申
請
に
基
づ
き
、
決
定
の
内
容
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す

る
こ
と
に

決
定
し
た
の
で
、
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励

金
交
付
要
綱
第
１
７
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
通
知

し
ま
す
。
 

（
注
）
こ
の
交
付
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の

通
知
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１

５
日
以
内
に
文
書
で
申
請
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
 

 

交
付
決
定
年
度
 

 
 
 
 
年
度
 

奨
励
金
 

交
付
決
定
金
額
 

 

交
付

予
定
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 

日
（
予
定
）
 

交
付
条
件
 

 



第
16
号
様
式
（
第
18
条
関
係
）

第
17
号
様
式
（
第
19
条
関
係
）

号外第９号
令和３年10月22日
　　（金 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 28 ―  ― 29 ―

 第
１
６
号
様
式
（
第
１
８

条
関
係
）
 

操
業
開
始
届
 

年
 
 
 月

 
 
 日

  

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

届
出
者
 

所
在
地
 

名
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
  
 

  
 
 
  

 
 
  
 
印
 

認
定
産
業
用
地
に
お
い
て
立
地
企
業
が
操
業
を
開
始
し
た
の
で
、
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金

交
付
要
綱

第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
  

指
令
年
月
日
 

年
 
 
 月

 
 
 日

 

指
令

番
号
 

 
 
 
奈

良
市
指
令
 
 

第
 
 
 
号
 

交
付
決
定
年
度
 

 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

対
象
区
画
番
号
 

 

操
業
企
業
名
 

 

業
種
 

 

操
業
開
始
年
月
日
 

 
 
 
年
 
月
 
日
 

 
 

 第
１
７
号
様
式

（
第
１
９
条
関
係
）
 

実
績
報
告
書
 

 
年
 
 
 月

 
  
日
 

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

交
付
事
業
者
 

所
在
地
 

名
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
  
 

  
 
 
  

 
 
  
 
印
 

認
定
産
業
用
地
に
つ
い
て

、
奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金
交
付
要
綱
第
１
９
条
の
規
定
に
よ
り

事
業
報
告
書
を
添
え
て
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
｡
 ま

た
、
要
綱
第
４
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
を
確
認
す
る

た
め
、
奈
良
市
が
関
係
機
関
に
照
会
す
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。
 

（
注
）
※

印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

指
令
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
  

指
令
番
号
 

 
 
 
 
 
 奈

良
市
指
令
 
 
第
 
 
 
号
 

交
付

決
定
年
度
 

年
度
 

認
定
事
業
の
 

完
了

年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

奨
励
金
 

交
付
決
定
金
額
 

 
円
  

奨
励

金
合
計
額
 

 
 
円
 

奨
励
金
既
交
付
金
額
 

 

※
主
務
課
長
の
意
見
 

 



第
19
号
様
式
（
第
20
条
関
係
）

第18号様式（第19条関係）

号外第９号
令和３年10月22日
　　（金 曜 日）奈 良 市 公 報

― 30 ―

 第
１
９
号
様
式
（
第
２
０

条
関
係
）
 

 

 
 
 
 
奨
励
金
確
定
通
知
書
 

 

第
 
 
 
 
 
号
 
 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
様
 

奈
良
市
長
 
 氏

 
 
 
名
 
 
印
 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付
け

で
実
績

報
告
の

あ
っ

た
認
定

産
業
用

地
に
つ

い
て

は
、
次

の
と
お

り
奨

励
金

の
額

を
確

定
し

た
の

で
、

奈
良

市
産
業

用
地

開
発

促
進

奨
励

金
交
付

要
綱

第
２

０
条

の
規

定

に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
 

指
令

年
月

日
 
 
 
 
年
 
月
 
日
 

指
令

番
号
 
奈
良
市
指
令
 
 
第
 
 
号
 

交
付

決
定

年
度

 
年
度
 

奨
励

金
交

付
決

定
金

額
 

円
 

奨
励

金
交

付
確

定
金

額
 

円
 

 
 

 

第１８号様式（第１９条関係） 

事業報告書 

 

※行が不足する場合は適宜追加してください。 

※区画番号ごとの場所が分かるように、「土地利用計画図」等と対応させて記入してください。 

※区画面積は、立地企業との売買契約又は賃貸借契約締結時の区画面積（立地企業の操業開始時点において当初の売買契約又は賃貸借契約

の内容に変更がある場合は、変更後の立地企業の操業開始時点で有効な契約の区画面積）を基準に記入してください。 

※区画面積が３，０００平方メートルに満たない場合又は用途が自社又は関連企業用若しくは未分譲の場合は、立地企業名・業種・事業開

始年月日・奨励金欄は、－と記入して下さい。 

区画番号 区画面積

（平方メー

トル） 

用途（自社又は関連企

業用・売却・賃貸・未

分譲） 

立地企業名 業種 事業開始年月日 奨励金額 

      年 月 日 円 

      年 月 日 円 

      年 月 日 円 

      年 月 日 円 

奨励金合計額 円 



第
21
号
様
式
（
第
23
条
関
係
）

第
20
号
様
式
（
第
21
条
関
係
）

号外第９号
令和３年10月22日
　　（金 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 30 ―  ― 31 ―

 第
２
０
号
様
式
（
第
２
１
条
関
係
）
 

 
奨
励
金
交
付
請
求
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

交
付
事
業

者
 

所
在
地
 

名
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
  
 
印
 

奈
良
市
産
業
用
地
開
発
促
進
奨
励
金
交
付
要
綱
第
２
１
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
請
求
し
ま

す
。
 指

令
年

月
日
 
 
 
 
年
 
月
 
日
 

指
令

番
号
 
奈
良
市
指
令
 
 
第
 
 
号
 

交
付

決
定

年
度

 
年
度
 

奨
励
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	 （令和２年10月１日掲示済）
	

奈良市告示第501号
　奈良市介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備設置
事業補助金交付要綱を次のように定める。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
　　　	奈良市介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備

設置事業補助金交付要綱
　 （目的）
第	１条　新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」とい
う。）の感染拡大に伴い、感染症に感染した場合に重症
化する割合が高い高齢者等の安全を確保するため、介護
施設等において、感染のリスクを低減する手段として有
効である陰圧室（居室等の内部の気圧をその外部の気圧
より低く保つことで、空気が外部に流出しない構造を有
するものをいう。以下同じ。）及び換気設備（窓を有さ
ない居室等でも定期的に換気ができるような仕組みを有
する設備をいう。以下同じ。）の設置に必要な経費につ
いて、予算の範囲内において奈良市介護施設等における
簡易陰圧装置・換気設備設置事業補助金（以下「補助金」
という。）を交付するものとし、その交付に関しては、
地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成26年９月
12日老発0912第１号厚生労働省老健局長通知別紙。以下
「管理運営要領」という。）、社会福祉法人の助成申請手
続きに関する条例（昭和47年奈良市条例第23号）及び奈
良市補助金等交付規則（昭和59年奈良市規則第23号。以
下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の
定めるところによる。

　 （定義）
第	２条　この要綱において「介護施設等」とは、次に掲げ
る施設をいう。

　⑴	　特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第
133号）第20条の５に規定する特別養護老人ホームを
いう。）

　⑵	　介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第
123号。以下「法」という。）第８条第28項に規定する
介護老人保健施設をいう。）

　⑶	　介護医療院（法第８条第29項に規定する介護医療院
をいう。）

　⑷	　養護老人ホーム（老人福祉法第20条の４に規定する
養護老人ホームをいう。）

　⑸	　軽費老人ホーム（老人福祉法第20条の６に規定する
軽費老人ホームをいう。）

　⑹	　認知症高齢者グループホーム（法第８条第20項に規
定する認知症対応型共同生活介護及び法第８条の２第
15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を
行う事業所をいう。）

　⑺	　小規模多機能型居宅介護事業所（法第８条第19項に
規定する小規模多機能型居宅介護及び法第８条の２第
14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行

う事業所をいう。）
　⑻	　看護小規模多機能型居宅介護事業所（介護保険法施
行規則（平成11年厚生省令第36号）第17条の12に規定
する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所をい
う。）

　⑼	　有料老人ホーム（老人福祉法第29条第１項に規定す
る有料老人ホームのうち、同項の規定による届出を行っ
たものをいう。）

　⑽	　サービス付き高齢者向け住宅（高齢者の居住の安定
確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条第１
項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。）

　⑾	　短期入所生活介護事業所（法第８条第９項に規定す
る短期入所生活介護及び法第８条の２第７項に規定す
る介護予防短期入所生活介護を行う事業所をいう。）

　⑿	　短期入所療養介護事業所（法第８条第10項に規定す
る短期入所療養介護及び法第８条の２第８項に規定す
る介護予防短期入所療養介護を行う事業所をいう。）

　 （補助対象事業者）
第	３条　補助金の交付を受けることができる事業者（以下
「補助対象事業者」という。）は、市内に介護施設等を有
し、及び運営する事業者であって、法人の市民税及び事
業所税に係る市長に対する申告（当該申告の義務を有す
る者に限る。）を行い、かつ、本市の市税（法人の市民税、
固定資産税及び都市計画税、軽自動車税、特別土地保有
税並びに事業所税をいう。）を滞納していないものとする。
　 （補助対象事業）
第	４条　補助金の交付を受けることができる事業（以下「補
助対象事業」という。）は、地域医療介護総合確保基金
管理運営要領（平成26年９月12日付医政発0912第５号、
老発0912第１号、保発0912第２号厚生労働省医政局長、
厚生労働省老健局長、厚生労働省保険局長通知）及び奈
良県地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付
要綱（平成21年10月９日付長寿第571号奈良県福祉部長
通知。以下「県交付要綱」という。）の規定に基づき介
護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に関し
経費の支援の対象となる事業とする。ただし、次に掲げ
る費用については、補助の対象としない。
　⑴	　既に実施している事業である場合
　⑵	　他の補助制度により、当該事業の経費の一部又は全
部に補助を受けている事業である場合

　⑶	　土地の買収又は整地に要する費用
　⑷	　職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
　⑸	　その他施設等整備事業として適当とは認められない
費用

　 （補助対象経費）
第	５条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象
経費」という。）は、補助対象事業に必要な工事費又は
工事請負費（これと同等と認められる委託費、分担金及
び適当と認められる購入費等を含む。以下同じ。）及び
工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費
用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費
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及び設計監督料等（介護施設等の簡易陰圧装置及び換気
設備の設置に必要な備品購入費（備品設置に伴う工事請
負費及び運搬費を含む。）を含む。）をいい、その額は、
工事費又は工事請負費の2.6％に相当する額を限度とす
る。）とする。ただし、他の負担金又は補助金において
別途補助対象とする費用を除く。

　 （補助金の額）
第	６条　補助金の額は、次の表の左欄に掲げる経費の区分
に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる交付基礎単価に同
表の右欄に掲げる単位の数を乗じて得た額と補助対象経
費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、その
額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と
を比較して少ない方の額（その額に1,000円未満の端数
があるときは、これを切り捨てた額）とする。
区　　分 交付基礎単価 単　　位

簡易陰圧装置設
置経費

4,320,000円 50床につき１台（50床	
以下の介護施設等にあっ
ては１台を上限とする。）

換気設備設置経
費

4,000円 介護施設等における改修
部分の延べ床面積１平方
メートル当たり

　 （補助金交付申請の添付書類）
第	７条　規則第４条第１項に規定する補助金等交付申請書
に添付すべき書類は、次のとおりとする。

　⑴	　申請額算出内訳書（別記第１号様式）
　⑵	　事業計画書（別記第２号様式）
　⑶	　誓約書（別記第３号様式）
　⑷	　市税の滞納がないことの証明書（申請日前30日以内

に交付を受けたものに限る。）
　⑸	　その他市長が必要と認める書類
　 （補助金交付の条件）
第	８条　この要綱による補助金の交付の決定には、次に掲
げる条件を付するものとする。

　⑴	　補助対象事業者は、市長の承認を受けて財産を処分
することにより、収入が生じた場合には、その収入の
全部又は一部を市に納付することがあること。

　⑵	　補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又
は効用の増加した財産については、当該補助対象事業
の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理
するとともに、その効率的な運営を図ること。

　⑶	　補助対象事業者は、補助対象事業を行うために建設
工事の完成を目的として締結するいかなる契約におい
ても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請
け負わせることを承諾しないこと。

　⑷	　補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又
は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象
事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以
上の機械及び器具及びその他の財産については、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
（昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」とい
う。）第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣

が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受け
ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄
しないこと。

　⑸	　補助対象事業者は、補助対象事業完了後に、消費税
及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び
地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消
費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記
第４号様式）により速やかに市長に報告すること。な
お、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の
一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び
地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消
費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、
本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報
告を行うこと。この場合において、市長は、当該仕入
控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある
こと。

　⑹	　補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支
出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
いて証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助
金の額の確定の日（補助対象事業の中止又は廃止の承
認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する
年度の終了後５年間保管すること。ただし、補助対象
事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以
上の財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財
産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条
第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める
期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

　⑺	　補助対象事業者は、補助対象事業を行うために締結
する契約については、一般競争入札に付するなど市が
行う契約手続の取扱いに準拠すること。

　 （完了実績報告の添付書類）
第	９条　規則第14条第２号に規定する市長が必要と認める
書類は、次のとおりとする。
　⑴	　精算額算出内訳書（別記第５号様式）
　⑵	　事業実績報告書（別記第６号様式）
　⑶	　その他市長が必要と認める書類
　 （その他）
第	10条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そ
の都度市長が定める。
　　　附　則
　この告示は、令和２年10月１日から施行する。
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別記
第１号様式（第７条関係）
第
２
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
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別記 

第１号様式（第７条関係） 

 

申 請 額 算 出 内 訳 書 

 

□簡易陰圧装置 

□換気設備   

                                                                （単位：円） 

総事業費 

Ａ 

寄附金その

他の収入額 

Ｂ 

差引額 

（Ａ－Ｂ） 

Ｃ 

交付基礎単価 

Ｄ 

設置台数又

は整備面積

（㎡） 

Ｅ 

基準額 

（Ｄ×Ｅ） 

Ｆ 

対象経費実支

出予定額 

Ｇ 

選定額（ＦとＧの少

ない方の額） 

Ｈ 

補助所要額 

（ＣとＨの少ない方の

額） 

Ｉ 

補助所要額 

Ｊ 

          

（注） １  Ａ欄には、簡易陰圧装置設置事業費又は換気設備設置事業費の額を記入すること。 

２  Ｅ欄には、簡易陰圧装置設置事業の場合にあっては設置した台数（５０床につき１台）、換気設備設置事業の場合にあっては

整備した面積（奈良県が必要と認めた面積）を記入すること。 

３ Ｊ欄には、Ｉ欄と内示の額を比較していずれか低い額を記入すること。 

４ Ｈ欄、Ｉ欄及びＪ欄には、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を記入すること。 

 

 

 

 

第
２
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

 

 

事
 
業
 
計
 
画
 
書
 

 １
 
対
象
施
設
の
概
要
 

 
(1
) 
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
(2
) 
施
設
の
種
類
 

 
(3
) 
事
業
の
目
的
及
び
効
果
 

(4
) 
設
置
主
体
及
び
経
営
主
体
 

 
(5
) 
整
備
の
状
況
 

簡
易
陰
圧
装
置
設
置
台
数
（
台
）
又
は
換
気
設
備
整
備
面
積
（
㎡
）
 

 
 

 ２
 
施
設
整
備
費
に
係
る
事
業
内
容
 

 
(1
) 
施
設
の
規
模
及
び
構
造
 

ア
 
敷
地
面
積
 
 
 
 
 
 
㎡
 

 
 
イ
 
敷
地
の
所
有
関
係
（
自
己
所
有
地
、
借
地
、
買
収
（
予
定
）
地
の
別
）
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ウ
 
建
物
の
面
積
 
建
築
面
積
 
 
 
 
 
㎡
、
延
面
積
 
 
 
 
 
㎡
 

 
 
エ
 
建
物
の
構
造
（
 
 
 
 
造
 
階
建
）
 

  
(2
) 
整
備
費
内
訳
 

 
 
ア
 
主
体
工
事
費
（
補
助
対
象
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
イ
 
主
体
工
事
費
（
補
助
対
象
外
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
ウ
 
小
計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

エ
 
そ
の
他
の
工
事
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
オ
 
合
計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

(3
) 
財
源
内
訳
 

 
 
ア
 
補
助
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
イ
 
寄
附
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
ウ
 
設
置
者
負
担
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

（
内
訳
）
一
般
財
源
（
自
己
資
金
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
移
行
時
積
立
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
借
入
（
福
祉
医
療
機
構
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
借
入
（
市
中
銀
行
・
協
調
融
資
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
借
入
（
市
中
銀
行
・
そ
の
他
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
借
入
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
エ
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
オ
 
合
計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
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）
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(4
) 
施
工
計
画
 

 
 
ア
 
直
営
・
請
負
の
別
 

 
 
イ
 
契
約
（
予
定
）
年
月
日
 

 
 
ウ
 
着
工
（
予
定
）
年
月
日
 

 
 
エ
 
竣
工
（
予
定
）
年
月
日
 

 
 
オ
 
事
業
（
供
用
）
開
始
（
予
定
）
年
月
日
 

 

 (5
)

 
そ
の
他
参
考
事
項

 

（
添
付
書
類
）
 

ア
 
工
事
見
積
書
の
写
し
及
び
工
事
費
費
目
別
内
訳
書
 

イ
 
平
面
図
及
び
立
面
図
 

ウ
 
各
室
ご
と
の
面
積
を
明
ら
か
に
し
た
表
 

エ
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
 
 

                           

第
３
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

別
紙
 

 

誓
 
 
 
 
約
 
 
 
 
書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

 

事
業
者
 
所
 在

 地
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
 人

 名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
奈
良
市
介
護
施
設
等
に
お
け
る
簡
易
陰
圧
装
置
・
換
気
設
備
設
置
事
業

補
助
金
の
交
付
申
請
に
当
た
り
、
簡
易
陰
圧
装
置
・
換
気
設
備
設
置
か
ら
処
分
制
限
期
間
（
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年

数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
大
蔵
省
令
第
１
５
号
）
で
定
め
て
い
る
耐
用
年
数
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
）
を

超
え
て
施
設
の
運
営
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

                       



第
４
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
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第
４
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

  

年
 
 
月
 
 
日
 

 

（
宛
先
）
奈
良
市
長
 

 

事
業
者
 
住
 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
 人

 名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 

 
 
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額
報
告
書
 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
 
 
 
第
 
 
 
 
号
で
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
奈
良
市
介
護
施
設
等

に
お
け
る
簡
易
陰
圧
装
置
・
換
気
設
備
設
置
事
業
補
助
金
に
係
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額

に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
 
施
設
の
名
称
 

 

２
 
事
業
実
績
報
告
に
よ
る
精
算
額
 
 
 
 
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 

３
 
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
に
よ
り
確
定
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額
（
要
補
助

金
返
還
相
当
額
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

４
 
添
付
書
類
 

 
３
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額
の
積
算
内
訳
等
 

            

第５号様式（第９条関係） 

 

 

精 算 額 算 出 内 訳 書 

 

□簡易陰圧装置 

□換気設備                                                         （単位：円） 

 

総事業費 

Ａ 

寄附金その

他の収入額 

Ｂ 

差引額 

（Ａ－Ｂ） 

Ｃ 

交付基礎単価 

Ｄ 

設置台数又

は整備面積

（㎡） 

Ｅ 

基準額 

（Ｄ×Ｅ） 

Ｆ 

対象経費実支

出予定額 

Ｇ 

選定額（ＦとＧの少

ない方の額） 

Ｈ 

補助所要額 

（ＣとＨの少ない方の

額） 

Ｉ 

補助所要額 

Ｊ 

          

（注） １  Ａ欄には、簡易陰圧装置設置事業費又は換気設備設置事業費の額を記入すること。 

２  Ｅ欄には、簡易陰圧装置設置事業の場合にあっては設置した台数（５０床につき１台）、換気設備設置事業の場合にあっては

整備した面積（奈良県が必要と認めた面積）を記入すること。 

３ Ｊ欄には、Ｉ欄と内示の額を比較していずれか低い額を記入すること（Ｈ欄、Ｉ欄及びＪ欄は１，０００円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てる。）。 

４ Ｈ欄、Ｉ欄及びＪ欄には、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を記入すること。 
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第
６
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

事
 

業
 
実

 
績
 

報
 
告
 

書
 

 １
 

対
象
施

設
の
概

要
 

 
(
1
)
 
施
設

の
名
称

及
び
所
在

地
 

 
(
2
)
 
施
設

の
種
類
 

 
(
3
)
 
事
業

の
目
的

及
び
効
果

 

(
4
)
 
設

置
主

体
及
び

経
営
主
体

 

 
(
5
)
 
整
備

の
状
況
 

簡
易

陰
圧
装

置
設
置

台
数
（
台

）
又

は
換

気
設
備

整
備
面
積

（
㎡

）
 

 
 

 ２
 

施
設
整

備
費
に

係
る
事
業

内
容
 

 
(
1
)
 
施
設

の
規
模

及
び
構
造

 

ア
 

敷
地
面

積
 
 

 
 
 
 

㎡
 

 
 

イ
 
敷

地
の
所

有
関
係
（

自
己

所
有

地
、
借

地
、
買
収

地
の

別
）

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ウ
 
建

物
の
面

積
 
建
築

面
積

 
 

 
 
 
㎡

、
延
面

積
 

 
 

 
 
㎡
 

 
 

エ
 
建

物
の
構

造
（
 
 

 
 

造
 

階
建
）
 

  
(
2
)
 
整
備

費
内
訳
 

 
 

ア
 
主

体
工
事

費
（
補
助

対
象

）
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
円
 

 
 

イ
 
主

体
工
事

費
（
補
助

対
象

外
）

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
円
 

 
 

ウ
 
小

計
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
円
 

エ
 

そ
の
他

の
工
事

費
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 
 

オ
 
合

計
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
円
 

(
3
)
 
財

源
内

訳
 

 
 

ア
 
補

助
金
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
円
 

 
 

イ
 
寄

附
金
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
円
 

 
 

ウ
 
設

置
者
負

担
金
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
円
 

（
内

訳
）
一

般
財
源

（
自
己
資

金
）

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

円
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

移
行
時
積

立
金

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

 
 
 

 
 
 

借
入
（
福

祉
医

療
機

構
）
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

 
 
 

 
 
 

借
入
（
市

中
銀

行
・

協
調
融

資
）
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

 
 
 

 
 
 

借
入
（
市

中
銀

行
・

そ
の
他

）
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

 
 
 

 
 
 

借
入
（
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

エ
 
そ

の
他
（

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

オ
 
合

計
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

円
 

 (
4
)
 
施

工
実

績
 

 
 

ア
 
直

営
・
請

負
の
別
 

 
 

イ
 
契

約
年
月

日
 

 
 

ウ
 
着

工
年
月

日
 

 
 

エ
 
竣

工
年
月

日
 

 
 

オ
 
事

業
（
供

用
）
開
始

年
月

日
 

  
(
5
)
 
そ

の
他

参
考

事
項

 

（
添

付
書

類
）

 

ア
 

工
事

見
積

書
の

写
し

及
び

工
事

費
費

目
別

内
訳

書
 

イ
 

平
面

図
及

び
立

面
図
 

ウ
 

各
室
ご

と
の
面

積
を
明
ら

か
に

し
た

表
 

エ
 

そ
の
他

参
考
と

な
る
資
料
 
 

 



	 （令和２年10月１日掲示済）
	

奈良市告示第510号
　奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略懇話会開催要綱
の一部を改正する告示を次のように定める。
　令和２年10月７日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸	　
　　　	奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略懇話会開催

要綱の一部を改正する告示
　奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略懇話会開催要綱
（平成27年奈良市告示第257号）の一部を次のように改正す
る。
　第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条と
する。
　　　附　則
　この告示は、令和２年10月７日から施行する。

	 （令和２年10月７日掲示済）
	

奈良市告示第521号
　奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正
する告示を次のように定める。
　令和２年10月19日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
　　　	奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を

改正する告示
　奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱（昭和61年奈
良市告示第52号）の一部を次のように改正する。
　第３条第１項第３号中「一時預かり事業補助金（幼稚園
型）」の次に「、障害児保育事業補助金」を加える。
　別表障害児保育事業補助金の項中「含む。）」の次に「及
びこれに準ずる児童」を加え、同表一時預かり事業補助金
の項中

「一	般型	
基本分

　　　　　　１施設当たりの年額
　　　　　　　付表３に定める額
　　大型連休預かり対象児童分
　　 （	平成31年４月27日から令和元	

年５月６日までの間に利用し	
た児童分）

　　　　　　　児童１人当たり日額
	 2,260円
　　加算分
　　　　　　　１施設当たり年額
　　　　　　　　　　1,000,000円
　　　　　　　（	一時預かり事業	

の事業期間が６箇
月未満の場合は
500,000円）	 」

を

「一	般型	
基本分

　　　　　　１施設当たりの年額
　　　　　　　付表３に定める額
　　加算分
　　　　　　　１施設当たり年額
　　　　　　　　　　	1,000,000円
　　　　　　　（	一時預かり事業の

事業期間が６箇月
未満の場合は
500,000円）	 」

に改め、

「就労支援型施設加算」の次に「並びに特別な支援を要す
る児童分」を加える。
　別表の付表１中「1,505,000」を「1,544,000」に、「2,409,	
000」を「2,460,000」に、「3,709,000」を「3,760,000」に、「5,	
122,000」を「5,176,000」に、「1,192,000」を「1,228,000」に、	
「1,488,000」を「1,529,000」に、「3,947,000」を「3,982,000」
に改める。
　別表の付表２中「11,700」を「12,000」に、「23,400」を
「24,000」に、「35,100」を「36,000」に改める。
　別表の付表３中「600,000」を「1,607,000」に、「1,763,	
000」を「1,997,000」に、「3,173,000」を「3,213,000」に、
「4,583,000」を「4,641,000」に、「5,993,000」を「6,069,	
000」に、「7,403,000」を「7,497,000」に、「8,813,000」を	
「8,925,000」に、「10,223,000」を「10,353,000」に改める。
　　　附　則
　この告示は、令和２年10月19日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の
規定は、令和２年度予算に係る補助金から適用する。

	 （令和２年10月19日掲示済）
	

奈良市告示第533号
　都市公園の一部廃止をするので、奈良市都市公園条例（昭
和46年奈良市条例第14号）第14条の２の規定に基づき、次
のとおり公告する。
　令和２年10月28日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸	　
供用を一部廃止す
る都市公園の名称

供用を一部廃止す
る都市公園の位置 一部廃止年月日

柏木公園 奈良市柏木町255番
地の１ 令和２年10月28日

	 （令和２年10月28日掲示済）

公 営 企 業

奈良市企業局管理規程第21号
　奈良市企業局会計年度任用職員の給与の支給等に関する
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規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市公営企業管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池　田　　　修
　　　	奈良市企業局会計年度任用職員の給与の支給等に関

する規程の一部を改正する規程
　奈良市企業局会計年度任用職員の給与の支給等に関する
規程（令和２年奈良市企業局管理規程第８号）の一部を次
のように改正する。
　第４条に次の１項を加える。
２	　前項に規定する給料の減額を行う時間数は、その減額
すべき理由の生じた月の１日から末日までの期間の全時
間数によって計算するものとする。この場合において、
その時間数に１時間未満の端数を生じたときは、その端
数が30分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切
り捨てるものとする。

　第５条の次に次の１条を加える。
　 （フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当）
第	５条の２　給与規程第20条及び第21条の規定は、フルタ
イム会計年度任用職員について準用する。

　第６条の表、第９条及び第10条中「第４条」を「第４条
第１項」に改める。
　第18条に次の１項を加える。
４	　前３項に規定する給料の減額を行う時間数は、その減
額すべき理由の生じた計算期間（前条第１項に規定する
計算期間をいう。）の全時間数によって計算するものと
する。この場合において、その時間数に１時間未満の端
数を生じたときは、その端数が30分以上のときは１時間
とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

　第	19条の次に次の１条を加える。
　 （パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当）
第	19条の２　給与規程第20条及び第21条の規定は、パート
タイム会計年度任用職員について準用する。

　第23条中「第18条各項」を「第18条第１項から第３項ま
で」に改める。
　第24条中「第18条」を「第18条第１項から第３項まで」
に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この規程は、公布の日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この規程による改正後の奈良市企業局会計年度任用職
員の給与の支給等に関する規程（以下「改正後の規程」
という。）第４条第２項及び第18条第４項の規定は、こ
の規程の施行の日以後の給料の減額に係る時間数の計算
について適用する。

３	　改正後の規程第５条の２及び第19条の２の規定は、こ
の規程の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当につい
て適用する。

	 （令和２年10月１日掲示済）

教 育 委 員 会

　奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
　令和２年10月１日
　　　　　　　　　　　　　奈良市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　北　谷　雅　人
奈良市教育委員会規則第16号
　　　	奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則の

一部を改正する規則
　奈良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則（平成
24年奈良市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改
正する。
　第４条第１項第２号中「通所経路図」の次に「（教育委
員会が特に必要がないと認める場合を除く。）」を加える。
　別記第１号様式中「２　通所経路図」を「２　通所経路
図（教育委員会が特に必要がないと認める場合を除く。）」
に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１	　この規則は、令和２年10月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この規則による改正後の奈良市放課後児童健全育成事
業施設条例施行規則第４条第１項及び別記第１号様式の
規定は、令和３年度の入所承認等の申請について適用し、
令和２年度の入所承認等の申請については、なお従前の
例による。
３	　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市放課後児童健全育成事業施設条例施行規則別記第１
号様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、
必要な調整をして使用することができる。
	 （令和２年10月１日掲示済）

議 会

　奈良市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程及び奈
良市議会政務活動費の交付に関する規程の一部を改正する
規程を次のように定める。
　令和２年10月30日
　　　　　　　　　　奈良市議会議長　三　浦　敎　次
奈良市議会規程第２号
　　　	奈良市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程及

び奈良市議会政務活動費の交付に関する規程の一部
を改正する規程

　	 （奈良市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程の一
部改正）
第	１条　奈良市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程
（平成25年奈良市議会規程第３号）の一部を次のように
改正する。
　	　第６条第２項及び第８条第３項中「及び押印を」を削
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る。
　	　別記第１号様式中「奈良市議会議員　　　　　　　　
　㊞」を「奈良市議会議員　　　　　　　　　　」に、「氏
　　名　　　　　　　　　㊞」を「氏　　名　　　　　
　　　　　」に改める。

　	　別記第２号様式、第３号様式及び第４号様式中「奈良
市議会議員　　　　　　　　　㊞」を「奈良市議会議員
　　　　　　　　　　」に改める。

　	　別記第５号様式中「氏　　名　　　　　　　　　㊞」
を「氏　　名　　　　　　　　　　」に改める。
　	　別記第６号様式中「奈良市議会議員　　　　　　　　
　㊞」を「奈良市議会議員　　　　　　　　　　」に改
める。
　	　別記第７号様式中「氏　　名　　　　　　　　　㊞」
を「氏　　名　　　　　　　　　　」に、

　改める。
　	　別記第８号様式中「氏　　名　　　　　　　　　㊞を
「氏　　名　　　　　　　　　　」に改める。
　 （奈良市議会政務活動費の交付に関する規程の一部改正）
第	２条　奈良市議会政務活動費の交付に関する規程（平成
13年奈良市議会規程第１号）の一部を次のように改正する。
　	　別記第１号様式その１中「議員氏名　　　　　　　　

　㊞」を「議員氏名　　　　　　　　　　」に改める。
　	　別記第１号様式その２及び別記第２号様式中
　 「会派名及び　　　　　　　　　　　　
　　代表者氏名　　　　　　　　　㊞」　

を

　 「会派名及び
　　代表者氏名　　　　　　　　　　」

に、

「
氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞

を
氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞
氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞
氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞ 氏　　　　名　　㊞
	 」

「
氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

に
氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名
氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名
氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

	 」

　改める。

　	　別記第３号様式中
「会派名及び	
 代表者氏名　　　　　　　　　㊞」

を
「会派名及び
 代表者氏名　　　　　　　　　　」	

に改める。

　	　別記第５号様式中
「	議員氏名又は会派名　　　　　
 及び代表者氏名　　　　　　　㊞」

を
「	議員氏名又は会派名　　　　　　
 及び代表者氏名　　　　　　　　」	

に改める。

　	　別記第６号様式中
「	議員氏名又は会派名　
 及び経理責任者氏名　　　　　　㊞」

を
「	議員氏名又は会派名　　　　
 及び経理責任者氏名　　　　　　　」

　に改める。

　　　附　則
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「

を

有権者
である
ことの
確認欄

番号 署名	
年月日 住所 氏名 印

」

「

に

有権者
である
ことの
確認欄

番号 署名	
年月日 住所 氏名

」



　 （施行期日）
　この規程は、令和２年11月２日から施行する。	
	 （令和２年10月30日掲示済）
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